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資
　
料

《
判
例
紹
介
》

　
　
中
間
省
略
相
続
登
記
が
実
体
関
係
と
合
致

　
　
し
な
い
場
合
の
更
正
登
記
の
可
否

平
成
一
七
年
一
二
月
一
五
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決

（
最 m

ﾙ
平
成
一
六
年
（
オ
）
第
四
〇
二
号
土
地
所
有
権
移
転
登
記
抹
消
登
記
手
続
請
求
事
件
）
裁
判
所
時
報
一
四
〇
二
号

二
頁
・
判
時
一
九
二
〇
号
三
五
頁
・
判
タ
一
二
〇
〇
号
一
二
二
頁
・

金
法
一
七
七
三
号
四
四
頁
・
登
記
情
報
五
三
七
号
一
六
四
頁

　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
破
棄
差
戻
し

七
　
戸
　
克
　
彦

　
　
【
要
旨
】
　
A
名
義
の
不
動
産
に
つ
き
B
、
Y
が
順
次
相
続
し
た
こ

　
　
と
を
原
因
と
し
て
直
接
Y
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
が
さ
れ
て
い

　
　
る
場
合
に
、
A
の
共
同
相
続
人
で
あ
る
X
は
、
Y
が
上
記
不
動
産
に

　
　
つ
き
共
有
持
分
権
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
上
記
登
記
の
全
部
抹

料
　
消
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

資
　
【
事
実
の
概
要
】
　
本
件
六
筆
の
土
地
（
以
下
「
本
件
各
土
地
」
と

い
う
）
は
、
も
と
A
の
所
有
で
あ
っ
た
が
、
A
は
昭
和
四
四
年
三
月

五
日
に
死
亡
し
、
A
の
妻
C
な
ら
び
に
子
B
・
D
・
E
・
F
お
よ
び

X
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
が
、
A
の
財
産
を
共
同
相
続
し

た
。
そ
の
後
、
B
は
、
平
成
九
年
一
一
月
三
日
に
死
亡
し
、
B
の
妻

G
お
よ
び
Y
（
被
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
を
含
む
六
人
の
子
が

B
の
財
産
を
共
同
相
続
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
各
土
地
に
つ
い
て
、

．
平
成
一
〇
年
四
月
八
日
受
付
に
よ
り
、
「
昭
和
四
四
年
三
月
五
日
B

相
続
、
平
成
九
年
一
一
月
三
日
相
続
」
を
原
因
と
し
て
、
A
か
ら
Y

に
対
す
る
所
有
権
移
転
登
記
（
以
下
「
本
件
登
記
」
と
い
う
）
が
さ

れ
た
た
め
、
X
が
、
Y
に
対
し
、
本
件
各
土
地
に
つ
い
て
、
共
有
持

分
権
に
基
づ
き
、
本
件
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
す
る
こ
と
を
求
め
、

こ
れ
に
対
し
て
Y
が
、
X
を
含
む
A
の
相
続
人
の
間
で
、
本
件
各
土

地
を
B
が
取
得
す
る
旨
の
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し
た
と
主
張
し
た

の
が
、
本
件
事
案
で
あ
る
。

　
第
一
審
は
、
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
X

の
抹
消
登
記
手
続
請
求
を
認
容
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
第
一
審
裁
判
所

へ
の
差
戻
し
を
命
じ
た
。
「
仮
に
上
記
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
が
認

め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
前
記
事
実
関
係
の
下
で
は
、
Y
は
、
A
の

相
続
人
で
あ
る
B
の
相
続
人
と
し
て
本
件
各
土
地
に
つ
い
て
共
有
持

分
権
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
本
件
登
記
は
、
こ
の
共

㈲駈陰面
7
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料
資

有
持
分
権
に
関
す
る
限
り
、
実
体
関
係
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
A
の
相
続
人
の
一
人
と
し
て
自
己
の
共
有
持
分
権
を

有
す
る
X
と
し
て
は
、
Y
に
対
し
、
本
件
登
記
の
全
部
抹
消
を
求
め

る
こ
と
は
で
き
ず
、
Y
の
共
有
持
分
権
を
除
く
そ
の
余
の
部
分
に
つ

い
て
の
み
、
本
件
登
記
の
一
部
抹
消
の
た
め
の
更
正
登
記
手
続
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
昭
和

三
五
年
（
オ
）
第
一
一
九
七
号
同
三
八
年
二
月
二
二
日
第
二
小
法
廷

判
決
・
民
望
一
七
巻
一
号
二
三
五
頁
参
照
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

更
正
登
記
を
行
う
た
め
に
は
、
A
及
び
B
の
各
相
続
人
に
つ
い
て
、

順
次
、
相
続
登
記
を
行
う
形
に
本
件
登
記
を
更
正
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
、
各
相
続
に
つ
い
て
相
続
人
を
確
定
し
、
そ
の
持
分
割
合
等
を

認
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
認
定
等
の
た
め
に
な
お
審
理

を
行
う
必
要
が
あ
る
。
」

　
そ
こ
で
、
X
が
上
告
。
上
告
理
由
は
、
最
（
一
華
）
判
平
成
一
二

年
一
月
二
七
日
裁
判
集
民
事
一
九
六
号
二
三
九
頁
の
判
旨
に
照
ら
せ

ば
、
本
件
事
案
は
、
更
正
登
記
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
当
た
り
、

し
た
が
っ
て
、
第
一
審
判
決
が
示
し
た
よ
う
に
、
Y
名
義
の
登
記
の

抹
消
登
記
（
全
部
抹
消
）
を
命
ず
べ
き
と
こ
ろ
、
原
審
判
決
は
、
か

か
る
更
正
登
記
の
可
否
の
論
点
に
関
す
る
理
由
を
付
さ
ず
に
、
更
正

登
記
（
一
部
抹
消
）
を
命
ず
る
旨
の
結
論
の
み
を
述
べ
て
お
り
、
民

訴
法
三
一
二
条
二
項
六
号
の
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

【
判
決
理
由
】
　
旨
旨
は
、
上
記
原
審
判
断
部
分
を
引
用
し
た
後
、

次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
上
記
判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
更
正
登
記
は
、
錯
誤
又
は
遺
漏
の
た
め
登
記
と
実
体
関
係
の
問
に

原
始
的
な
不
一
致
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
不
一
致
を
解
消
さ
せ
る
べ

く
既
存
登
記
の
内
容
の
一
部
を
訂
正
補
充
す
る
目
的
を
も
っ
て
さ
れ

る
登
記
で
あ
り
、
更
正
の
前
後
を
通
じ
て
登
記
と
し
て
の
同
一
性
が

あ
る
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
最
高
裁
平
成
一
一
年

（
オ
）
第
七
七
三
号
同
＝
一
年
一
月
二
七
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
裁
判

集
民
事
一
九
六
号
二
三
九
頁
参
照
）
。

　
前
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
原
判
決
が
判
示
す
る
更
正
登
記
手
続

は
、
登
記
名
義
人
を
Y
と
す
る
本
件
登
記
を
、
①
登
記
名
義
人
を
Y

が
含
ま
れ
な
い
A
の
相
続
人
と
す
る
登
記
と
、
②
登
記
名
義
人
を
B

の
相
続
人
と
す
る
登
記
に
更
正
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
上
記
①
の
登
記
は
本
件
登
記
と
登
記
名
義
人

が
異
な
る
こ
と
に
な
る
し
、
更
正
に
よ
っ
て
登
記
の
個
数
が
増
え
る

こ
と
に
も
な
る
か
ら
、
本
件
登
記
と
更
正
後
の
登
記
と
は
同
一
性
を

欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
更
正
登
記

手
続
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

搦鮒脂陰

（



旬化否可己
の登

正更の合
蝪拠

し
致合

紅闘体演肋盗臓曙
省

間中

　
そ
し
て
、
Y
の
主
張
す
る
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な

い
限
り
、
本
件
登
記
は
実
体
関
係
と
異
な
る
登
記
で
あ
り
、
こ
れ
を

是
正
す
る
方
法
と
し
て
更
正
登
記
手
続
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
X
は
、
Y
に
対
し
、
本
件
各
土
地
の
共
有
持
分
権
に

基
づ
き
本
件
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
Y
が
本
件
各
土
地
に
共
有
持
分
権
を

有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
記
請
求
を
妨
げ
る
事
由
に
は
な
ら
な
い
。

原
審
の
引
用
す
る
前
記
昭
和
三
八
年
二
月
二
二
日
第
二
小
法
廷
判
決

は
、
共
有
不
動
産
に
つ
い
て
、
共
有
者
の
一
人
の
た
め
実
体
関
係
と

異
な
る
単
独
所
有
権
取
得
の
登
記
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
他
の
共

有
者
は
、
更
正
登
記
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
全
部
抹
消

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
正
の
前

後
を
通
じ
て
登
記
と
し
て
の
同
一
性
が
あ
る
事
案
に
つ
い
て
の
判
決

で
あ
っ
て
、
本
件
と
は
事
案
を
異
に
す
る
。
」

　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
原
審
の
前
記
判
断
に
は
、
判
決
に
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免

れ
な
い
。
そ
し
て
、
Y
の
抗
弁
（
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
）
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
X
の
本
訴
請
求
は
理
由
が
な
い
こ
と
に
な
る

か
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
ま
ず
上
記
抗
弁
に
つ
い
て
判
断
す
べ
き

で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
判
決
は
、
前
記
の
と
お
り
、
前
記
遺
産
分
割
協

議
の
成
否
を
確
定
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
更
に
審
理
を

尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件
を
原
審
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
。
」

　
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
破
棄
差
戻
し
（
島
田
仁
郎
　
横
尾

和
子
　
甲
斐
中
辰
夫
　
泉
徳
治
　
才
口
千
晴
）
。

【
参
照
条
文
】
　
民
法
二
四
九
条
・
八
九
八
条
、
不
動
産
登
記
法
六
六

条
・
六
八
条
。

【
分
析
】
　
本
判
決
は
、
X
を
含
む
A
の
相
続
人
の
間
で
本
件
各
土

地
を
B
が
取
得
す
る
旨
の
遺
産
分
割
協
議
が
成
立
し
て
い
る
と
の
Y

の
主
張
に
対
し
て
、
（
一
）
「
Y
の
抗
弁
（
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
）

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
X
の
本
訴
請
求
は
理
由
が
な
い
」
す

な
わ
ち
本
件
Y
名
義
の
登
記
は
有
効
に
な
る
と
す
る
一
方
、
遺
産
分

割
協
議
の
不
存
在
の
場
合
に
は
、
（
二
）
Y
名
義
の
登
記
を
、
原
審

判
示
の
更
正
登
記
の
方
法
で
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
（
三
）
抹

消
登
記
の
方
法
を
と
る
べ
き
も
の
と
し
た
う
え
、
遺
産
分
割
協
議
の

成
否
に
つ
き
審
理
を
尽
く
す
よ
う
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
。
以
下
、

こ
れ
ら
三
点
に
つ
き
順
次
検
討
を
加
え
る
。

一
　
中
間
省
略
相
続
登
記
の
有
効
性

　
ま
ず
、
上
記
（
一
）
の
点
に
つ
い
て
。
仮
に
Y
主
張
の
遺
産
分
割

協
議
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
本
来
な
ら
ば
、

ま
ず
〔
1
〕
A
か
ら
B
X
ら
へ
の
共
同
相
続
登
記
を
経
由
し
た
後
、

減塩存囚
7
4
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〔
2
〕
遺
産
分
割
協
議
を
原
因
と
す
る
X
ら
か
ら
B
へ
の
持
分
移
転

登
記
を
行
い
、
そ
の
結
果
B
の
単
独
名
義
と
な
っ
た
登
記
に
つ
き
、

〔
3
〕
B
か
ら
C
へ
の
相
続
登
記
を
経
由
す
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
Y

の
登
記
は
、
〔
1
〕
〔
2
〕
の
登
記
を
省
い
て
A
か
ら
Y
へ
の
直
接
移

転
の
形
で
な
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
中
間
省
略
相
続
登
記
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
通
常
の
中
間
省
略
登
記
で
あ
っ
た
場
合
（
A
↓
B
↓
Y
の

物
権
変
動
原
因
が
転
々
売
買
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
）
に
は
、
A
か

ら
Y
へ
の
直
接
の
移
転
登
記
の
申
請
は
、
①
特
別
の
法
令
の
定
め
に

よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
農
地
法
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す

る
政
令
二
条
三
項
、
三
条
三
項
、
入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の

近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令

四
条
一
項
）
、
お
よ
び
、
②
判
決
に
よ
る
登
記
（
不
登
法
六
三
条
）

の
場
合
を
除
い
て
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
が
、
従
来
か
ら
の
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
務
の
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
、
新
不
動
産
登
記
法
の
下
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
て
も
変
わ
ら
な
い
。

　
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
転
々
移
転
の
原
因
が
い
ず
れ
も
相
続
で

あ
っ
た
場
合
（
数
次
相
続
の
場
合
）
に
関
し
て
は
、
以
下
に
述
べ
る

よ
う
に
、
（
1
）
単
独
相
続
が
連
続
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
現

在
の
権
利
者
へ
の
直
接
の
移
転
登
記
の
申
請
を
認
め
、
（
2
）
共
同

相
続
の
場
合
に
は
こ
れ
を
認
め
な
い
の
が
、
現
在
の
登
記
実
務
の
立

　
　
　
　
　
　

場
で
あ
る
。

（
1
）
　
単
独
相
続
連
続
型

　
か
か
る
処
理
は
、
「
登
記
原
因
及
ヒ
登
記
ノ
目
的
力
同
一
ナ
ル
ト

キ
ニ
限
リ
」
同
一
の
申
請
書
で
数
個
の
登
記
を
一
括
申
請
す
る
こ
と

を
例
外
的
に
認
め
る
旧
不
動
産
登
記
法
四
六
条
を
、
同
一
の
不
動
産

に
関
す
る
数
個
の
登
記
申
請
に
つ
い
て
準
用
な
い
し
類
推
適
用
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
新
法
下
で
は
、
新
不
動
産
登
記

法
二
六
条
の
委
任
規
定
で
あ
る
不
動
産
登
記
令
四
条
た
だ
し
書
の
さ

ら
な
る
委
任
規
定
で
あ
る
不
動
産
登
記
規
則
三
五
条
八
号
に
よ
り
、

「
同
一
の
不
動
産
に
つ
い
て
申
請
す
る
二
以
上
の
権
利
に
関
す
る
登

記
の
登
記
の
目
的
並
び
に
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
が
同
一
で
あ
る

と
き
」
に
一
括
申
請
を
認
め
る
旨
が
明
言
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、

右
旧
法
四
六
条
（
新
令
四
条
た
だ
し
書
・
新
規
則
三
五
条
八
号
）
の

制
度
趣
旨
は
、
「
同
一
の
申
請
書
で
登
記
の
申
請
を
認
め
て
も
、
申

請
書
の
記
載
が
複
雑
と
な
る
こ
と
も
な
く
、
従
っ
て
登
記
官
吏
の
取

扱
も
複
雑
と
な
り
手
数
を
要
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
登

記
の
目
的
及
び
登
記
原
因
を
異
に
す
る
と
き
に
若
し
同
一
の
申
請
書

で
登
記
申
請
を
認
め
る
と
、
申
請
書
の
記
載
方
法
及
び
登
記
官
吏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
扱
手
続
が
複
雑
と
な
り
、
間
違
を
生
じ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
」
と

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
制
度
趣
旨
に
即
し
て
言
い
換
え
れ
ば
、

「
同
一
」
性
が
あ
る
場
合
と
は
、
登
記
官
の
取
扱
手
続
が
簡
便
で

あ
っ
て
一
括
申
請
を
認
め
て
も
さ
し
て
弊
害
が
な
く
、
逆
に
、
格
別

閥鮒4
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月化否可己
の登

正更の合
蝪拠

し
致合

糺闘体漢肋蛋臓噺
省

間中

の
申
請
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
登
記
官
の
処
理
が
複
雑
化
し
過
誤

が
生
ず
る
危
険
が
あ
る
場
合
を
い
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
数
次
相
続
の
す
べ
て
が
単
独
相
続
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
①
一
括
処
理
を
し
た
ほ
う
が
登
記
官
の
事
務
処
理
が
簡
便
で
過

誤
も
生
じ
に
く
く
な
る
。
ま
た
、
通
常
の
中
間
省
略
登
記
と
異
な
り
、

数
次
相
続
の
場
合
に
お
い
て
は
、
②
登
記
原
因
に
中
間
相
続
の
相
続

人
と
相
続
年
月
日
が
す
べ
て
列
挙
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
権
利
変
動
の

過
程
と
態
様
を
最
小
限
公
示
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
③
中
間
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
も
な
い
こ
と
か
ら
、
上
記
登
記
実
務
は
、

「
同
一
」
性
要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
し
て
、
旧
法
四
六
条
を
類
推
適

用
し
（
現
行
法
で
は
不
登
規
三
五
条
八
号
を
直
接
適
用
し
）
、
中
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

省
略
相
続
登
記
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
共
同
相
続
介
在
型

　
だ
が
、
右
①
②
③
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
の
は
、
数
次
相
続
の
す

べ
て
が
単
独
相
続
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
中
間
に
共
同

相
続
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
中
間
の
相
続
を
登
記
原
因
と

し
て
併
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
権
変
動
の
過
程
を
一
見
し
て
明

ら
か
な
ら
し
め
る
記
載
方
法
は
な
い
わ
け
で
あ
り
、
強
い
て
記
載
す

る
と
す
れ
ば
、
登
記
手
続
が
非
常
に
煩
雑
な
も
の
と
な
っ
て
、
そ
れ

に
伴
う
登
記
の
過
誤
の
危
険
性
も
大
と
な
る
う
え
、
公
示
の
一
覧
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
欠
く
こ
と
に
も
な
っ
て
妥
当
で
な
い
」
。
こ
れ
を
本
件
に
即
し
て

い
え
ば
、
Y
主
張
の
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
結
果
、

A
の
相
続
人
が
B
一
人
で
は
な
く
、
B
X
ら
の
共
同
相
続
と
さ
れ
た

場
合
に
、
B
の
持
分
に
関
し
て
「
A
↓
Y
」
の
中
間
省
略
相
続
登
記

を
認
め
る
と
、
「
A
↓
B
X
ら
」
の
共
同
相
続
関
係
を
正
し
く
公
示

す
る
こ
と
が
登
記
記
録
の
構
造
上
困
難
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か

る
手
続
法
的
意
味
に
お
い
て
、
単
独
相
続
と
共
同
相
続
で
は
「
登
記

の
目
的
並
び
に
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
が
同
一
」
で
は
な
い
と
評

価
さ
れ
、
B
の
持
分
に
関
す
る
「
A
↓
Y
」
の
中
間
省
略
登
記
は
認

め
ら
れ
ず
、
い
っ
た
ん
「
A
↓
B
X
ら
」
の
共
同
相
続
登
記
を
経
由

し
た
う
え
で
、
次
に
B
の
持
分
に
つ
い
て
「
B
↓
Y
」
の
相
続
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

を
経
由
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

（
3
）
　
共
同
相
続
後
に
生
じ
た
事
由
と
同
一
性

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
登
記
実
務
が
、
「
単
独
相
続
」
の
中
に
は
、

「
遺
産
分
割
、
相
続
放
棄
又
は
他
の
相
続
人
に
相
続
分
の
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
よ
る
単
独
相
続
を
含
む
」
と
し
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
っ
て
被
相
続
人
A
の
共
同
相
続
人
B

X
ら
の
中
の
一
人
B
が
相
続
不
動
産
を
単
独
取
得
し
た
場
合
に
は
、

「
A
↓
B
X
ら
」
の
共
同
相
続
登
記
と
、
そ
の
後
の
上
記
事
由
を
原

因
と
す
る
「
X
ら
↓
B
」
へ
の
持
分
移
転
登
記
を
省
い
て
、
直
接

「
A
↓
B
」
の
中
間
省
略
相
続
登
記
が
認
め
ら
れ
る
。
上
記
事
由
の

う
ち
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
〔
1
〕
遺
産
分
割
に
関
し
て
、

鋤¢血脈
7
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二
巴

登
記
実
務
は
、
古
く
か
ら
、
遺
産
分
割
の
遡
及
効
（
九
〇
九
条
）
を

根
拠
に
、
単
独
相
続
と
同
旨
で
き
る
と
し
て
、
直
接
A
か
ら
B
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

相
続
登
記
を
認
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
こ
の
立
場
は
、
〔
2
〕
相
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

放
棄
な
い
し
持
分
放
棄
の
場
合
や
、
〔
3
〕
遺
留
分
減
殺
の
場
合
に

も
拡
張
さ
れ
、
さ
ら
に
、
今
日
で
は
、
〔
4
〕
相
続
分
の
譲
渡
（
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

与
・
売
買
等
。
九
〇
五
条
参
照
）
の
場
合
に
も
、
直
接
「
A
↓
B
」

の
相
続
登
記
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
登
記
実
務
に
よ

れ
ば
、
相
続
と
〔
1
〕
〔
2
〕
〔
3
〕
〔
4
〕
の
事
由
の
間
に
は
、
登

記
の
目
的
な
ら
び
に
登
記
原
因
・
日
付
の
「
同
一
」
性
が
あ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

（
4
）
　
数
次
相
続
が
あ
っ
た
場
合

　
し
か
し
な
が
ら
、
共
同
相
続
人
に
つ
い
て
さ
ら
に
第
二
次
相
続
が

生
じ
、
そ
の
後
に
第
一
次
相
続
に
関
す
る
遺
産
分
割
が
な
さ
れ
た
場

合
－
た
と
え
ば
、
A
の
死
亡
．
に
よ
り
B
X
ら
が
共
同
相
続
し
た
不

動
産
に
つ
き
、
B
X
ら
の
相
続
登
記
未
了
の
う
ち
に
B
が
死
亡
し
Y

が
B
を
相
続
し
た
が
、
そ
の
後
、
Y
X
ら
の
遺
産
分
割
協
議
に
よ
り

Y
が
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
場
合
1
に
は
、
「
A
↓

Y
」
の
直
接
の
相
続
登
記
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
ず
「
A
↓
B
X
ら
」

の
共
同
相
続
登
記
を
経
由
し
た
う
え
で
、
「
B
↓
Y
」
な
ら
び
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
X
ら
↓
Y
」
の
持
分
移
転
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
旧
法
四
六
条
・
新
規
則
三
五
条
八
号
に
い

う
「
同
＝
性
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
件
Y
は
、
第
一
次
相
続
の
時
点
で
す
で
に
B
X
ら
の
問
で
遺
産
分

割
協
議
が
成
立
し
て
い
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の

存
否
が
第
二
次
相
続
後
で
あ
る
本
件
X
Y
間
訴
訟
に
お
い
て
確
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
ケ
ー
ス
と
本
件
は
紙
一
重
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
①
も
し
本
件
事
案
が
右
の
ケ
ー
ス
と
同
視
で
き
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
上
記
登
記
実
務
の
立
場
に
従
う
限
り
、
Y
主
張
の
遺
産

分
割
協
議
の
成
立
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
件
事
案
は
「
A
↓

B
↓
Y
」
の
単
独
相
続
の
場
合
と
同
視
さ
れ
て
、
規
則
三
五
条
八
号

の
「
同
一
」
性
要
件
を
満
た
す
結
果
、
「
A
↓
Y
」
の
中
間
省
略
相

続
登
記
の
申
請
は
適
法
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
現
在

の
Y
単
独
名
義
の
登
記
も
有
効
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
一
方
、
②

た
と
え
本
件
事
案
が
右
の
ケ
ー
ス
と
同
視
で
き
る
と
し
、
し
た
が
っ

て
中
間
省
略
相
続
登
記
の
申
請
可
能
性
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
す

で
に
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
中
間
省
略
（
相
続
）
登
記
に
関
し
て
は
、

そ
れ
が
現
在
の
権
利
状
態
に
合
致
し
て
い
る
限
り
、
有
効
な
登
記
と

し
て
処
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
①
②
の
い
ず
れ
の

考
え
方
に
立
っ
て
も
、
「
Y
の
抗
弁
（
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
）
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
X
の
本
訴
請
求
は
理
由
が
な
い
」
と
の

判
旨
の
説
示
は
、
こ
れ
を
是
認
し
う
る
。

　
以
上
に
対
し
て
、
Y
主
張
の
遺
産
分
割
協
議
の
成
立
が
否
定
さ
れ
、

揃㎝4q偽



月化否可
吻蛋

正更の
合

蝪拠
し

致
合

糺闘体漢肋蛋臓噺
省間中

B
X
ら
六
人
の
共
同
相
続
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
Y

は
、
B
の
持
分
の
限
り
で
し
か
権
利
を
取
得
し
て
い
な
い
か
ら
、
Y

の
単
独
名
義
登
記
は
、
持
分
に
応
じ
た
形
に
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
Y
名
義
登

記
の
一
部
抹
消
の
た
め
の
更
正
登
記
の
手
続
を
求
め
う
る
に
す
ぎ
な

い
と
し
た
原
判
決
を
破
棄
す
る
一
方
、
Y
名
義
登
記
の
全
部
に
関
す

る
抹
消
登
記
の
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
以
下
、
こ

の
点
に
つ
き
順
次
検
討
を
加
え
る
。

二
　
更
正
登
記
（
一
部
抹
消
）
の
可
否

　
ま
ず
、
本
判
決
は
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
原
審
が
判
示
す
る

更
正
登
記
の
手
続
は
、
こ
れ
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。

（
一

j
　
更
正
登
記
の
制
度
趣
旨
・
要
件

　
更
正
登
記
（
「
更
正
の
登
記
」
）
と
は
、
「
登
記
事
項
に
錯
誤
又
は

遺
漏
が
あ
っ
た
場
合
に
当
該
登
記
事
項
を
訂
正
す
る
登
記
を
い
う
」

（
不
登
法
二
条
一
六
号
）
。
す
な
わ
ち
、
更
正
登
記
は
、
登
記
事
項
と

実
体
関
係
と
の
間
に
当
初
よ
り
不
一
致
が
存
在
す
る
場
合
に
登
記
事

項
の
一
部
を
修
正
す
る
登
記
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
要
件
は
、

①
「
原
始
的
」
不
一
致
で
あ
る
こ
と
、
②
「
一
部
」
不
一
致
で
あ
る

こ
と
の
二
点
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
要
件
を
欠
く
場
合
、
す

な
わ
ち
「
後
発
的
」
一
部
不
一
致
の
場
合
に
は
、
変
更
登
記
（
不
書

法
二
条
一
五
号
）
が
な
さ
れ
る
。
一
方
、
②
「
一
部
」
不
一
致
と
は
、

判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、
既
存
の
登
記
と
更
正
登
記
後
の
登
記
と
の

間
に
同
一
性
が
保
た
れ
る
程
度
の
不
一
致
を
い
う
と
さ
れ
、
し
た

が
っ
て
、
全
部
不
一
致
な
ら
び
に
登
記
の
同
一
性
を
欠
く
程
度
に
大

き
な
不
一
致
の
場
合
に
は
、
更
正
登
記
は
認
め
ら
れ
ず
、
抹
消
登

記
・
抹
消
回
復
登
記
（
権
利
に
関
す
る
登
記
に
つ
き
不
登
法
六
八

条
・
七
二
条
）
あ
る
い
は
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

移
転
登
記
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
判
決
で
は
、
「
本
件
登
記
と

更
正
後
の
登
記
と
は
同
一
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
の
判
旨
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
の
②
「
同
一
性
」

の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
右
更
正
登
記
に
お
け
る
「
同
一
性
」
の
意
義
に
つ
い
て

確
認
を
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ま
ず
、
更
正
登
記
が
認
め
ら
れ
る
か
否

か
の
判
断
基
準
と
し
て
、
判
例
・
通
説
が
「
同
一
性
」
を
要
求
し
て

い
る
理
由
は
、
更
正
登
記
の
制
度
が
、
登
記
の
有
効
要
件
－
登
記

の
効
力
（
対
抗
力
そ
の
他
）
を
有
す
る
か
否
か
の
問
題
　
　
と
相
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毒
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
示
制
度
の
理
想
か
ら
す

れ
ば
、
登
記
が
実
体
関
係
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し

い
が
、
し
か
し
、
両
者
が
厳
密
に
一
致
し
て
い
な
く
て
も
、
第
三
者

か
ら
見
て
当
該
登
記
か
ら
実
体
関
係
が
推
認
で
き
る
な
ら
ば
、
当
該

登
記
を
有
効
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
軽
微
な
不

α
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三
子

一
致
の
場
合
に
ま
で
登
記
の
効
力
を
否
定
す
る
と
、
か
え
っ
て
取
引

に
混
乱
が
生
ず
る
。
一
方
、
更
正
登
記
は
、
登
記
の
有
効
要
件
が
満

た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
登
記
と
実
体
関
係
を
厳
密
に
一
致
さ
せ
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
て
、
付
記
登
記
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
結
果
（
不
登
法
六
六
条
）
、
従
前
の
登
記
の
順
位
が
保
持
さ
れ
る

こ
と
か
ら
（
不
登
法
四
条
二
項
）
、
更
正
前
の
登
記
と
更
正
後
の
登

記
は
、
い
ず
れ
も
実
体
関
係
を
反
映
す
る
有
効
な
登
記
と
し
て
、
同

一
性
を
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
右
「
同
一
性
」
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
更
正
登
記
に

よ
る
べ
き
か
、
抹
消
登
記
・
抹
消
回
復
登
記
等
に
よ
る
べ
き
か
と
い

う
登
記
手
続
選
択
の
た
め
の
指
標
で
あ
る
か
ら
、
「
同
一
性
」
の
有

無
の
認
定
は
、
　
　
上
記
一
で
述
べ
た
不
動
産
登
記
規
則
三
五
条
八

号
の
「
同
一
」
性
に
関
す
る
判
断
と
ま
っ
た
く
同
様
　
　
、
も
っ
ぱ

ら
登
記
手
続
法
上
の
技
術
的
観
点
（
こ
こ
で
は
、
上
記
「
各
種
登
記

の
様
式
等
か
ら
み
て
、
登
記
簿
面
を
不
必
要
に
混
乱
さ
せ
る
こ
と
な

く
読
み
に
く
く
す
る
こ
と
な
し
に
過
去
の
登
記
面
を
是
正
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

に
は
、
い
か
な
る
種
類
・
形
態
の
登
記
を
用
い
る
の
が
合
理
的
か
」

と
い
う
手
続
法
的
観
点
）
に
基
づ
い
て
決
せ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

第
一
に
、
更
正
登
記
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
更
正
後
の
登
記
と

実
体
関
係
の
同
一
性
と
い
う
実
質
的
な
基
準
で
は
な
く
し
て
、
も
っ

ぱ
ら
更
正
前
の
登
記
と
更
正
後
の
登
記
の
間
に
同
一
性
が
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
か
と
い
う
形
式
的
な
標
準
に
基
づ
い
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
登
記
手
続
は
公
序
な
い
し
公
益
に
関
す
る
事
項
に
属
す
る

か
ら
、
か
か
る
登
記
手
続
上
の
観
点
か
ら
「
同
一
性
」
が
な
い
と
さ

れ
る
場
合
に
は
、
た
と
え
更
正
登
記
を
行
う
こ
と
を
当
事
者
が
合
意

し
、
あ
る
い
は
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
（
不
登
法
六
四
条
参

照
）
が
承
諾
し
た
と
し
て
も
、
更
正
登
記
の
申
請
を
登
記
官
が
受
理

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

す
る
こ
と
は
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
点
に
留
意
し
た
う
え
で
、
判
例
お
よ
び
先
例
に
お

け
る
「
同
一
性
」
の
肯
定
・
否
定
の
旦
一
体
例
を
見
て
み
る
と
、
（
1
）

全
部
遺
漏
・
全
部
錯
誤
（
な
さ
れ
る
べ
き
登
記
の
全
部
が
遺
漏
に
よ

り
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
や
、
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
登
記
が
錯
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
よ
り
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
）
、
（
2
）
不
動
産
の
遺
漏
・
錯
誤

（
A
不
動
産
に
つ
い
て
登
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
B
不
動
産
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
お
　

登
記
を
し
た
場
合
）
、
（
3
）
権
利
の
種
類
の
遺
漏
・
錯
誤
（
不
動
産

工
事
の
先
取
特
権
を
す
べ
き
と
こ
ろ
を
不
動
産
保
存
の
先
取
特
権
の

　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

登
記
を
し
た
場
合
、
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、

申
請
書
の
記
載
不
備
の
た
め
に
別
個
の
新
た
な
順
位
番
号
に
よ
る
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

記
（
本
登
記
）
が
な
さ
れ
た
場
合
な
ど
）
、
（
4
）
登
記
名
義
人
の
遺

漏
・
錯
誤
（
買
受
不
動
産
を
長
男
名
義
・
妻
名
義
で
登
記
し
た
場
合

　
　
　

な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
更
正
の
前
後
で
同
一
性
が
な
い
と
評
価
さ
れ
、

更
正
登
記
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
（
5
）
権
利
の
内

窺吻4辺G
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月化否可
吻蛋

正更の
合

蝪拠

し
致合

糺闘体漢諦
登

二二
省

間中

容
の
遺
漏
・
錯
誤
（
地
上
権
・
賃
借
権
の
登
記
の
地
代
・
存
続
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
を
誤
っ
た
場
合
、
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
を
す
る
べ
き
と
こ
ろ
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
保
全
の
仮
登
記
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
登
記
原
因
に
誤
り
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
場
合
、
抵
当
権
設
定
登
記
の
債
務
者
を
誤
っ
て
記
載
し
た
場
合
、

被
担
保
債
権
の
発
生
原
因
・
内
容
・
日
付
等
を
錯
誤
・
遺
漏
し
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

合
な
ど
）
に
は
、
更
正
登
記
の
申
請
は
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
。

（
二
）
　
共
有
関
係
に
関
す
る
更
正
登
記
の
肯
定
例
・
否
定
例

　
一
方
、
本
件
の
よ
う
に
共
有
不
動
産
に
つ
き
単
独
名
義
の
登
記
が

経
由
さ
れ
て
い
る
場
合
の
登
記
の
是
正
方
法
に
つ
き
、
今
日
の
判
例

お
よ
び
登
記
先
例
が
採
用
し
て
い
る
基
本
的
立
場
は
、
（
1
）
登
記

名
義
人
が
ま
っ
た
く
の
無
権
利
者
で
あ
っ
た
場
合
（
無
権
利
者
登
記

型
）
に
は
、
全
部
抹
消
（
抹
消
登
記
）
な
い
し
「
真
正
な
登
記
名
義

の
回
復
」
を
登
記
原
因
と
す
る
移
転
登
記
の
方
法
で
是
正
し
、
（
2
）

登
記
名
義
人
が
他
の
共
有
者
の
一
人
で
あ
る
場
合
（
共
有
者
登
記

型
）
に
は
、
請
求
者
の
持
分
の
限
り
で
の
一
部
抹
消
（
更
正
登
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
方
法
で
是
正
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
無
権
利
者
登
記
型

　
な
お
、
こ
の
う
ち
の
無
権
利
者
登
記
型
と
は
、
当
該
登
記
の
登
記

原
因
が
完
全
に
不
存
在
な
い
し
無
効
で
あ
っ
た
場
合
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
〔
1
〕
共
有
者
の
一
人
が
通
謀
虚
偽
表
示
に
よ
り
単

独
の
所
有
権
登
記
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
共
有
者
登
記
型
で
は
な

く
無
権
利
者
登
記
型
と
評
価
さ
れ
る
結
果
、
他
の
共
有
者
は
、
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

抹
消
（
更
正
登
記
）
で
は
な
く
全
部
抹
消
を
請
求
で
き
る
。
な
お
、

被
相
続
人
A
の
生
前
に
虚
偽
の
登
記
原
因
に
基
づ
き
A
か
ら
B
へ
の

登
記
が
経
由
さ
れ
た
後
、
A
が
死
亡
し
、
登
記
が
B
の
共
同
相
続
持

分
の
限
り
に
お
い
て
現
在
の
権
利
状
態
と
合
致
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
で
も
、
無
権
利
の
蝦
疵
は
治
癒
さ
れ
ず
、
更
正
登
記
は
否
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

れ
、
抹
消
登
記
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
、
〔
2
〕
A
が
甲
か

ら
売
買
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
を
息
子
B
名
義
で
登
記
し
た
後
、

A
が
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
B
の
相
続
し
た
持
分
の
限
り
に

お
い
て
登
記
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

場
合
に
も
、
更
正
登
記
は
許
さ
れ
ず
、
他
の
共
同
相
続
人
C
ら
の
持

分
に
つ
き
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
を
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
売
買
を
原
因
と
す
る
「
甲
↓
B
」
の
登
記
と
、

そ
の
後
に
生
じ
た
「
A
↓
B
C
ら
」
の
相
続
を
原
因
と
す
る
登
記
の

間
に
は
、
登
記
原
因
に
関
す
る
同
一
性
が
な
い
か
ら
、
と
い
う
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
理
由
で
あ
る
。

（
2
）
　
共
有
者
登
記
型

　
一
方
、
共
有
者
登
記
型
は
、
〔
3
〕
共
同
相
続
人
の
一
人
が
単
独

相
続
を
原
因
と
す
る
登
記
を
経
由
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
登
記
原
因

が
当
初
よ
り
持
分
の
限
り
で
一
部
有
効
で
あ
っ
た
場
合
を
意
味
す
る

が
、
当
初
、
判
例
は
、
こ
の
類
型
に
関
し
て
も
、
①
抹
消
登
記
に
よ
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料
資

る
べ
き
と
し
て
、
更
正
登
記
に
よ
る
是
正
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
立
場
は
、
②
抹
消
登
記
・
更
正
登
記
の
い
ず
れ
で

も
よ
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
③
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
は
抹
消
登
記
で
は
な
く
更
正
登
記
に
よ
る
と
す
る
立
場

　
　
　
　
　

を
経
て
、
④
抹
消
登
記
を
認
め
ず
、
更
正
登
記
の
方
法
の
み
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
立
場
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
本
判
決
原
審
の
引
用

す
る
最
（
二
小
）
判
昭
和
三
八
年
二
月
二
二
日
民
集
一
七
巻
一
号
二

　
　
　
ゐ
　

三
五
頁
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
相
続
財
産
に
属
す
る
不
動
産
に

つ
き
単
独
所
有
権
移
転
の
登
記
を
し
た
共
同
相
続
人
中
の
乙
な
ら
び

に
乙
か
ら
単
独
所
有
権
移
転
の
登
記
を
う
け
た
第
三
取
得
者
丙
に
対

し
、
他
の
共
同
相
続
人
甲
は
自
己
の
持
分
を
登
記
な
く
し
て
対
抗
し

う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
乙
の
登
記
は
甲
の
持
分
に

関
す
る
限
り
無
権
利
の
登
記
で
あ
り
、
登
記
に
公
信
力
な
き
結
果
丙

も
甲
の
持
分
に
関
す
る
限
り
そ
の
権
利
を
取
得
す
る
に
由
な
い
か
ら

で
あ
る
（
大
正
八
年
二
月
三
日
大
審
院
判
決
、
民
泊
二
五
輯
一
九

　
　
　
れ
　

四
四
頁
参
照
）
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
甲
が
そ
の
共
有
権
に
対
す

る
妨
害
排
除
と
し
て
登
記
を
実
体
的
権
利
に
合
致
さ
せ
る
た
め
乙
、

丙
に
対
し
請
求
で
き
る
の
は
、
各
所
有
権
取
得
登
記
の
全
部
抹
消
登

記
手
続
で
は
な
く
し
て
、
甲
の
持
分
に
つ
い
て
の
み
の
一
部
抹
消

（
更
正
）
登
記
手
続
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
大
正
一
〇
年
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

二
七
日
大
審
院
判
決
、
著
録
二
七
輯
二
〇
四
〇
頁
、
昭
和
三
七
年
五

月
二
四
日
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
判
決
、
裁
判
集
六
〇
巻
七
六
七

　
れ
　

頁
参
照
）
。
け
だ
し
車
速
移
転
登
記
は
乙
の
持
分
に
関
す
る
限
り
実

体
関
係
に
符
合
し
て
お
り
、
ま
た
甲
は
自
己
の
持
分
に
つ
い
て
の
み

妨
害
排
除
の
請
求
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
す
な

わ
ち
、
単
独
名
義
の
登
記
名
義
人
が
共
有
者
の
一
人
（
乙
）
で
あ
っ

た
場
合
に
は
、
こ
の
登
記
は
乙
の
持
分
の
限
り
に
お
い
て
実
体
関
係

に
符
合
す
る
有
効
な
登
記
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
部
分
も
含
め
て
登

記
の
全
部
を
抹
消
し
て
し
ま
う
と
、
乙
は
、
単
独
登
記
後
に
登
記
を

備
え
た
第
三
者
に
対
し
て
、
自
己
の
持
分
す
ら
対
抗
で
き
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
は
、
元
の
登
記
が
、

乙
の
共
有
持
分
の
限
り
で
の
有
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
訂
正
前

の
登
記
と
訂
正
後
の
登
記
の
間
に
は
、
乙
の
持
分
の
限
り
で
「
同
一

性
」
が
あ
る
と
し
て
、
更
正
登
記
の
手
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
右
〔
3
〕
共
有
者
登
記
型
の
場
合
に
は
更
正
登
記
に
よ
る

と
の
一
般
命
題
は
、
更
正
登
記
に
よ
る
訂
正
の
対
象
が
、
共
有
持
分

割
合
の
み
を
是
正
す
る
場
合
と
、
登
記
名
義
人
の
数
を
是
正
す
る

（
単
独
名
義
を
共
有
名
義
に
訂
正
す
る
・
共
有
名
義
を
単
独
名
義
に
訂

正
す
る
。
あ
る
い
は
共
有
者
の
数
を
増
や
す
・
減
ら
す
）
場
合
と
を

問
わ
な
い
。
そ
の
結
果
、
〔
4
〕
共
有
持
分
割
合
に
関
し
て
錯
誤
・
遺

　
　
　
　
　
お
　

漏
が
あ
る
場
合
や
、
〔
5
〕
A
B
共
有
の
不
動
産
を
A
の
単
独
所
有

制
。
の41
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月化否可
吻蛋

正更の合
蝪拠

し
致合

糺闘体漢肋諭旨曙
省

間中

と
誤
信
し
て
C
が
所
有
権
移
転
や
差
押
え
を
行
い
、
そ
の
旨
の
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

が
経
由
さ
れ
た
場
合
、
〔
6
〕
建
物
の
共
有
者
A
B
の
各
々
が
単
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

の
所
有
権
保
存
登
記
を
し
て
い
る
場
合
（
共
有
者
の
二
重
登
記
）
な

ど
に
つ
い
て
は
、
更
正
登
記
の
方
法
に
よ
り
是
正
さ
れ
る
。

（
3
）
　
共
有
関
係
発
生
後
に
生
じ
た
事
由
と
同
一
性

　
こ
れ
に
対
し
て
、
〔
7
〕
共
有
宅
地
を
信
託
的
に
共
有
者
の
一
人

の
単
独
名
義
で
登
記
し
た
所
有
権
登
記
を
、
信
託
の
解
除
を
原
因
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
共
有
名
義
に
改
め
る
場
合
や
、
〔
8
〕
競
落
を
原
因
と
す
る
A

B
共
有
名
義
の
所
有
権
登
記
に
つ
き
、
「
B
は
A
に
対
し
当
該
不
動

産
に
対
す
る
共
有
権
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
及
び
B
は
競
落

に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
中
B
の
共
有
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
抹

消
登
記
手
続
を
す
る
こ
と
」
を
内
容
と
す
る
和
解
調
書
が
作
成
さ
れ

　
　
　
ぜ

た
場
合
に
は
、
更
正
登
記
は
認
め
ら
れ
ず
、
移
転
登
記
の
方
法
で
是

正
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
託
を
原
因
と
す
る

登
記
・
競
売
に
よ
る
取
得
を
原
因
と
す
る
登
記
と
、
そ
の
後
に
な
さ

れ
た
解
除
・
和
解
を
原
因
と
す
る
登
記
の
間
に
は
、
登
記
原
因
に
お

け
る
「
同
一
性
」
が
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
記
〔
2
〕

虚
偽
の
売
買
を
原
因
と
す
る
登
記
と
、
そ
の
後
に
生
じ
た
相
続
と
の

間
に
は
、
登
記
原
因
の
「
同
一
性
」
が
な
い
と
し
て
、
更
正
登
記
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

否
定
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
処
理
で
あ
る
。

　
だ
が
、
当
該
事
由
を
、
共
有
関
係
発
生
後
に
新
た
に
生
じ
た
事
由

で
あ
っ
て
「
同
一
性
」
が
な
い
と
す
る
か
、
共
有
関
係
の
発
生
と

「
同
一
性
」
が
あ
る
と
す
る
か
の
判
断
は
、
実
際
に
は
か
な
り
微
妙

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
記
一
（
3
）
で
見
た
よ
う
に
、
被
相
続

人
名
義
の
登
記
の
移
転
に
関
し
て
は
、
相
続
後
に
な
さ
れ
た
遺
産
分

割
・
相
続
放
棄
・
遺
留
分
減
殺
・
持
分
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
相

続
と
の
問
で
「
登
記
の
目
的
並
び
に
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
が
同

＝
（
不
動
産
登
記
規
則
三
五
条
八
号
）
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

し
く
中
間
省
略
相
続
登
記
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
処
理
を
是
認

す
る
以
上
は
、
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
相
続
登
記
の
修
正
の
側
面
に
お

い
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
由
の
す
べ
て
に
つ
い
て
相
続
と
の
間
の
同
一

性
を
認
め
、
更
正
登
記
の
方
法
に
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
〔
9
〕
遺
産

分
割
協
議
が
不
成
立
・
無
効
で
あ
っ
た
場
合
の
登
記
の
是
正
方
法
に

関
し
て
は
、
上
記
本
件
原
審
引
用
の
最
（
二
小
）
判
昭
和
三
八
年
二

月
二
二
日
が
参
照
す
る
最
（
一
驚
）
判
昭
和
三
七
年
五
月
二
四
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
う
に
、
更
正
登
記
を
認
め
る
判
例
・
先
例
と
、
更
正
登
記
を
認
め

ず
、
抹
消
登
記
あ
る
い
は
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

移
転
登
記
の
方
法
に
よ
る
べ
き
と
す
る
先
例
が
対
立
し
て
い
る
。
一

方
、
〔
1
0
〕
相
続
放
棄
・
持
分
放
棄
に
関
し
て
も
、
更
正
登
記
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

く
、
持
分
移
転
登
記
の
方
法
で
修
正
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
〔
1
1
〕

遺
留
分
減
殺
に
よ
る
登
記
の
修
正
に
関
し
て
も
、
か
つ
て
は
更
正
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

記
の
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
持
分
の
移
転
登
記

㈲4q紹窃



丁
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の
方
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
〔
1
2
〕
A
B
C
共
有
名

義
の
相
続
登
記
が
経
由
さ
れ
た
後
、
共
同
相
続
人
の
一
人
C
が
死
亡

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
や
失
踪
宣
告
の
審
判
が
あ
っ
た
場

　
お
　

合
、
〔
1
3
〕
法
定
相
続
分
に
従
っ
た
登
記
が
経
由
さ
れ
た
後
、
寄
与

分
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
共
同
相
続
人
の
相
続
分
が
登
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
た
相
続
分
と
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、
〔
1
4
〕
被
相
続
人
A

の
共
同
相
続
人
B
C
が
共
有
の
保
存
登
記
を
経
由
し
た
後
に
、
B
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

単
独
取
得
さ
せ
る
旨
の
遺
言
書
が
発
見
さ
れ
た
場
合
や
、
逆
に
、

〔
1
5
〕
遺
言
の
無
効
を
理
由
に
、
共
同
相
続
人
の
一
部
の
共
有
名
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の
登
記
を
、
法
定
相
続
分
に
従
っ
た
登
記
に
是
正
す
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
原
始
的
不
一
致
と
評
価
さ
れ
て
、
更
正
登
記
に
よ
る
是
正
が

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
〔
1
6
〕
共
同
相
続
人
の
一

人
A
に
特
定
の
遺
産
を
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
言
が
あ
る
場
合
に
、

他
の
共
同
相
続
人
B
が
単
独
名
義
の
登
記
を
備
え
て
い
る
場
合
の
登

記
名
義
の
修
正
は
、
更
正
登
記
で
は
な
く
、
抹
消
登
記
あ
る
い
は
真

正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
に
よ
る
も

　
　
　
　
の
　

の
と
さ
れ
、
ま
た
、
〔
1
7
〕
持
分
放
棄
が
不
存
在
・
無
効
で
あ
っ
た
場

合
の
修
正
方
法
に
関
し
て
は
、
更
正
登
記
に
よ
る
と
す
る
裁
判
例
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
例
と
、
持
分
の
移
転
登
記
に
よ
る
と
す
る
先
例
が
対
立
し
て
い
る
。

以
上
よ
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
該
事
由
が
、
登
記
原
因
に
つ
き

「
同
一
性
」
が
あ
り
更
正
登
記
が
認
め
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
独
立

別
個
の
後
発
的
な
登
記
原
因
で
あ
っ
て
「
同
一
性
」
が
な
く
更
正
登

記
が
認
め
ら
れ
な
い
か
に
関
す
る
判
例
・
先
例
の
立
場
に
は
、
一
定

の
統
一
理
論
を
見
出
し
難
い
。

（
4
）
数
次
相
続
が
あ
っ
た
場
合

　
一
方
、
前
記
一
（
4
）
で
見
た
よ
う
に
、
数
次
相
続
の
場
合
に
お

い
て
、
中
間
省
略
相
続
登
記
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
単
独
相
続
の
場

合
に
限
ら
れ
、
共
同
相
続
介
在
型
の
場
合
に
は
、
ま
ず
第
一
次
相
続

に
つ
い
て
共
同
相
続
登
記
を
経
由
し
た
う
え
で
、
第
二
次
相
続
に
つ

き
持
分
移
転
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
〔
1
8
〕
共
同

相
続
人
の
一
人
の
単
独
登
記
が
経
由
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
数
次
共

同
相
続
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
現
在
の
持
分
に
合
致
す
る
更

正
登
記
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

の
理
由
づ
け
に
関
し
て
、
【
1
】
大
阪
地
判
昭
和
四
三
年
五
月
六
日

艦
首
ニ
ニ
三
号
二
一
五
頁
（
被
相
続
人
A
の
死
亡
に
よ
り
X
B
Y
ら

が
共
同
相
続
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
B
の
単
独
名
義
の
登
記
が
経

由
さ
れ
た
後
、
B
の
死
亡
に
よ
り
Y
ら
が
B
を
共
同
相
続
し
た
事

案
）
は
、
「
B
の
死
亡
に
よ
る
相
続
を
原
因
と
す
る
後
発
的
な
実
体

関
係
の
変
動
は
A
の
死
亡
に
よ
り
B
の
な
し
た
本
件
登
記
の
更
正
登

記
手
続
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
こ
の
変
動
の
公
示
を
も
本
件
更
正
登

記
手
続
で
ま
か
な
う
こ
と
は
更
正
登
記
の
趣
旨
、
目
的
を
越
え
る
も

の
で
あ
っ
て
性
質
上
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

搦㈲4辺偽



鳶化否可
吻蛋

正更の合
蝪拠

し
致合

糺闘体漢肋登臓附
省間中

し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
判
決
の
引
用
す
る
【
2
】
最
（
一
小
）

判
平
成
一
二
年
一
月
二
七
日
裁
判
集
民
事
一
九
六
号
二
三
九
頁
（
被

相
続
人
A
の
死
亡
に
よ
り
B
C
D
X
が
共
同
相
続
し
た
が
、
相
続
不

動
産
（
1
）
～
（
4
）
に
関
す
る
登
記
未
了
の
う
ち
に
B
が
死
亡
し
、

B
の
共
同
相
続
人
狙
囎
ら
が
、
不
動
産
（
1
）
（
2
）
に
つ
い
て
は

「
A
↓
狙
」
の
中
間
省
略
相
続
登
記
、
未
登
記
不
動
産
（
3
）
に
つ

い
て
は
狙
名
義
の
所
有
権
保
存
登
記
（
先
行
（
冒
頭
）
省
略
登
記
）
、

不
動
産
（
4
）
に
つ
い
て
は
「
A
↓
通
」
の
中
間
省
略
相
続
登
記
を

　
　
　
　
　
　
む

経
由
し
た
事
案
）
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
「
更
正
登
記
は
、

錯
誤
又
は
遺
漏
の
た
め
登
記
と
実
体
関
係
の
間
に
原
始
的
な
不
一
致

が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
不
一
致
を
解
消
さ
せ
る
べ
く
既
存
登
記
の
内

容
の
一
部
を
訂
正
補
充
す
る
目
的
を
も
っ
て
さ
れ
る
登
記
で
あ
り
、

更
正
の
前
後
を
通
じ
て
登
記
と
し
て
の
同
一
性
が
あ
る
場
合
に
限
り

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
前
記
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て

は
、
本
件
不
動
産
（
1
）
な
い
し
（
4
）
に
つ
い
て
は
、
本
件
登
記

（
1
）
な
い
し
（
4
）
と
X
が
求
め
る
更
正
登
記
手
続
に
よ
る
更
正

後
の
登
記
と
の
間
に
同
一
性
が
な
く
、
右
更
正
登
記
手
続
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
本
件
登
記
（
1
）

な
い
し
（
3
）
の
登
記
名
義
人
は
狙
で
あ
り
、
本
件
登
記
（
4
）
の

登
記
名
義
人
は
皿
で
あ
る
の
に
対
し
、
X
が
求
め
る
更
正
登
記
手
続

は
、
こ
れ
に
よ
り
一
旦
登
記
名
義
人
を
い
ず
れ
も
B
及
び
X
と
す
る

も
の
で
あ
る
上
、
一
個
の
登
記
を
二
個
の
登
記
に
更
正
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
登
記
名
義
人
及
び
登
記
の
個
数
の
点
に
お
い
て
登
記
と
し

て
の
同
一
性
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
本
判
決
は
、
右

【
2
】
判
決
の
理
由
づ
け
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
「
原
判
決
が
判
示
す

る
更
正
登
記
手
続
は
、
登
記
名
義
人
を
Y
と
す
る
本
件
登
記
を
、
①

登
記
名
義
人
を
Y
が
含
ま
れ
な
い
A
の
相
続
人
と
す
る
登
記
と
、
②

登
記
名
義
人
を
B
の
相
続
人
と
す
る
登
記
に
更
正
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
上
記
①
の
登
記
は
本
件

登
記
と
登
記
名
義
人
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
し
、
更
正
に
よ
っ
て
登

記
の
個
数
が
増
え
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
、
本
件
登
記
と
更
正
後
の

登
記
と
は
同
一
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、

更
正
登
記
の
方
法
に
よ
る
修
正
を
否
定
し
た
。

　
前
示
【
1
】
判
決
が
（
1
）
登
記
原
因
の
同
一
性
を
問
題
と
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
【
2
】
判
決
お
よ
び
本
判
決
に
お
い
て
は
、

（
1
1
）
登
記
名
義
人
の
同
一
性
お
よ
び
（
m
）
登
記
の
個
数
の
同
一

性
の
二
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
（
H
）
は
、
前

示
二
（
一
）
（
4
）
で
述
べ
た
登
記
名
義
人
の
全
面
変
更
に
つ
い
て

更
正
登
記
を
否
定
す
る
一
般
命
題
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
う
る

（
本
件
事
案
に
関
し
て
い
え
ば
、
判
旨
説
示
の
①
の
登
記
に
つ
き
、

Y
の
名
義
が
完
全
に
消
失
し
、
X
ら
の
名
義
に
置
き
換
わ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
）
。
一
方
、
（
m
）
の
登
記
の
個
数
の
同
一
性
に
関
し

α
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お
　

て
は
、
従
来
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、

類
似
の
事
案
と
し
て
は
、
前
面
二
（
一
）
（
3
）
の
登
記
す
べ
き
権

利
の
種
類
を
誤
っ
た
事
例
に
お
け
る
、
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
を

す
べ
き
と
こ
ろ
、
別
個
の
新
た
な
移
転
登
記
が
さ
れ
て
し
ま
っ
た
事

案
を
挙
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
同
事
案
に
お
い
て
は
、
従
前
か
ら
の
仮

登
記
と
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
別
個
独
立
の
登
記
の
二
個
の
登
記
が

存
在
し
て
い
る
の
を
、
更
正
登
記
に
よ
っ
て
一
個
の
登
記
（
従
前
か

ら
の
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
）
に
是
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
更
正
登
記
の
方
法
で
一
個
の
登
記
を
複
数
の
登

記
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
本
件
（
m
）
は
、
そ
の
逆
向
き

の
命
題
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
従
来

の
判
例
・
先
例
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
（
1
）
あ
る
い
は
（
H
）

（
m
）
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
援
用
す
る
だ
け
で
も
、
更
正
登
記
否
定

の
結
論
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら

（
1
）
（
1
1
）
（
m
）
の
理
由
づ
け
は
、
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
複
数
を
同
時
的
に
援
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

当
該
事
案
が
、
こ
れ
ら
の
命
題
に
複
数
該
当
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
更

正
登
記
否
定
の
要
請
は
強
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
む
し
ろ
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
従
前

の
判
例
・
先
例
の
処
理
一
般
の
妥
当
性
の
側
で
あ
る
。
（
4
）
数
次
相

続
の
事
例
に
つ
き
、
共
同
相
続
介
在
型
の
場
合
に
は
、
共
同
相
続
人

の
一
人
の
登
記
を
更
正
登
記
の
方
法
で
修
正
で
き
な
い
と
い
う
結
論

は
、
被
相
続
人
名
義
の
登
記
を
中
間
省
略
相
続
登
記
の
方
法
で
移
転

で
き
な
い
と
す
る
処
理
と
整
合
性
が
保
た
れ
て
い
る
。
【
2
】
判
決

や
本
判
決
の
立
場
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
に
お
い
て
是
認
し
得
る
と

こ
ろ
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
（
3
）
共
同
相
続
介
在
型
の
事
案
に
お

い
て
、
遺
産
分
割
・
相
続
放
棄
・
遺
留
分
減
殺
等
が
あ
っ
た
場
合
に

関
し
て
は
、
被
相
続
人
名
義
の
登
記
の
移
転
に
つ
き
中
間
省
略
を
認

め
る
処
理
と
、
共
同
相
続
人
の
一
人
に
移
転
し
た
登
記
の
修
正
に
つ

き
更
正
登
記
を
認
め
る
か
否
か
の
処
理
の
問
に
は
、
整
合
性
が
と
れ

て
い
な
い
。
（
4
）
の
論
点
に
関
し
て
、
【
2
】
判
決
や
本
判
決
が
、

前
腎
コ
中
間
省
略
相
続
登
記
と
二
更
正
登
記
と
の
間
の
登
記
手
続
上

の
表
裏
一
体
関
係
に
着
眼
す
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
（
3
）
の
論
点

に
関
し
て
も
、
同
様
の
視
点
に
立
っ
た
登
記
手
続
が
行
わ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

三
　
抹
消
登
記
（
全
部
抹
消
）
の
可
否

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
前
示
【
2
】
判
決
と
同
一
の
論
理

を
も
っ
て
、
更
正
登
記
に
よ
る
修
正
を
否
定
し
た
が
、
し
か
し
、
そ

の
場
合
の
修
正
方
法
と
し
て
、
【
2
】
判
決
が
、
真
正
な
登
記
名
義

の
回
復
を
原
因
と
す
る
所
有
権
一
部
（
一
持
分
）
移
転
登
記
に
よ
る

べ
き
も
の
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
抹
消
登
記
（
全
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月化否可
吻蛋

正更の合
蝪拠

し
致合

糺闘体漢諦
登

臓噺
八

間中

部
抹
消
）
の
方
法
に
よ
る
旨
を
判
示
し
た
。

（
一

j
　
全
部
抹
消
と
登
記
名
義
人
・
第
三
者
の
保
護

　
そ
も
そ
も
本
件
原
審
が
、
更
正
登
記
の
方
法
に
よ
る
修
正
を
認
め

た
背
景
に
は
、
本
件
が
前
記
二
（
二
）
（
2
）
共
有
者
登
記
型
の
事

案
で
あ
っ
て
、
本
件
Y
の
登
記
が
、
そ
の
持
分
の
限
り
で
は
有
効
な

登
記
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
部
分
も
含
め
て
全
部
抹
消
し
て
し
ま
う

と
、
Y
お
よ
び
Y
か
ら
権
利
を
取
得
し
た
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る

と
い
う
考
慮
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、

「
Y
が
本
件
各
土
地
に
共
有
持
分
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
上

記
〔
全
部
抹
消
登
記
〕
請
求
を
妨
げ
る
事
由
に
は
な
ら
な
い
」
と
し

て
、
Y
の
利
益
へ
の
顧
慮
を
否
定
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
従
来

の
判
例
お
よ
び
先
例
は
、
現
に
有
効
な
（
対
抗
力
等
を
有
す
る
）
登

記
で
あ
っ
て
も
、
登
記
手
続
法
上
の
制
約
か
ら
、
更
正
登
記
が
で
き

な
い
場
合
を
認
め
て
お
り
、
更
正
登
記
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
は
、

当
該
登
記
の
対
抗
力
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
抹
消
登
記
の
方
法
に

よ
っ
て
修
正
を
行
う
の
が
本
則
で
あ
る
。
登
記
の
全
部
抹
消
に
よ
っ

て
生
ず
る
Y
の
対
抗
不
能
の
リ
ス
ク
は
、
①
抹
消
登
記
の
後
に
改
め

て
行
う
②
「
A
↓
B
X
ら
」
の
共
同
相
続
登
記
な
ら
び
に
③
「
B
↓

Y
」
の
持
分
移
転
登
記
の
申
請
に
必
要
な
書
面
（
情
報
）
を
予
め
整

え
た
う
え
で
、
①
②
③
の
登
記
申
請
を
時
間
的
な
空
白
を
空
け
ず
一

挙
に
行
え
ば
回
避
で
き
る
事
柄
で
あ
る
。

　
右
に
対
し
て
、
Y
名
義
の
登
記
か
ら
、
Y
が
単
独
所
有
者
で
あ
る

と
信
じ
て
所
有
権
の
移
転
を
受
け
、
あ
る
い
は
抵
当
権
を
設
定
し
た

第
三
者
（
仮
に
Z
と
し
て
お
く
）
が
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の

者
は
「
登
記
上
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
」
（
不
苛
法
六
八
条
）

に
該
当
す
る
た
め
、
当
該
第
三
者
の
承
諾
を
得
る
か
、
あ
る
い
は

「
当
該
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
裁
判
」
（
不
登
令
七
条
一
項
六
号
、
別

表
二
六
添
付
情
報
欄
ホ
）
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、
X
は
Y
名
義
の

登
記
を
全
部
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
伴
い
Z
の

登
記
も
職
権
で
全
部
抹
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
不
登
規
一
五
二
条

二
項
）
。
こ
こ
で
、
（
1
）
右
第
三
者
Z
に
つ
き
、
九
四
条
二
項
類
推

適
用
法
理
そ
の
他
の
第
三
者
保
護
法
理
の
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
場

合
に
は
、
X
は
Y
に
対
し
て
登
記
の
全
部
抹
消
を
主
張
で
き
る
こ
と

に
対
応
し
て
、
Z
に
対
し
て
も
右
抹
消
に
つ
き
承
諾
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
、
Z
が
任
意
に
承
諾
を
し
な
い
場
合
に
は
、
Z
に
対
し
て

承
諾
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
こ
れ
を
認
容
し
た
確
定
判
決
を
添
付

（
提
供
）
し
て
、
Y
名
義
登
記
の
全
部
抹
消
の
申
請
を
行
い
、
Z
と

し
て
は
、
抹
消
後
に
な
さ
れ
た
Y
の
持
分
登
記
に
つ
き
、
改
め
て
持

分
移
転
登
記
な
い
し
持
分
に
関
す
る
抵
当
権
設
定
登
記
を
経
由
す
べ

き
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
（
2
）
Z
に
つ
き
第
三
者
保
護

法
理
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
X
は
、
Y
に
対
す
る
抹
消
登
記
請

求
訴
訟
で
は
勝
訴
判
決
を
得
ら
れ
る
も
の
の
、
Z
に
対
抗
で
き
る
裁

働4辺儒珊



料
三

重
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
提
供
で
き
な
い
た
め
、
結
論
的

に
抹
消
登
記
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Y
か
ら
権
利
を
取

得
し
た
第
三
者
と
の
関
係
で
も
、
更
正
登
記
を
認
め
る
実
益
は
な
い
。

だ
が
、
右
（
2
）
の
場
合
に
お
い
て
、
Z
の
取
得
し
た
権
利
が
、
抵

当
権
そ
の
他
の
制
限
物
権
や
対
抗
力
を
有
す
る
不
動
産
賃
借
権
で

あ
っ
た
場
合
に
は
、
Y
単
独
名
義
の
所
有
権
登
記
は
、
X
Y
ら
の
共

有
名
義
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
抹
消
登
記
の
方

法
に
よ
る
修
正
は
、
上
記
Z
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
結

果
的
に
不
可
能
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
本
件
事
案
に
限
ら
ず
、
お

よ
そ
登
記
原
因
の
無
効
・
取
消
し
・
解
除
等
を
制
限
物
権
等
を
取
得

し
た
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
場
合
一
般
に
つ
い
て
生
じ
て
く
る
が
、

判
例
お
よ
び
登
記
実
務
は
、
か
か
る
登
記
手
続
上
の
限
界
（
な
い
し

欠
陥
）
の
ゆ
え
に
抹
消
登
記
が
実
際
上
置
可
能
な
場
合
に
限
ら
ず
、

第
三
者
の
承
諾
に
代
わ
る
裁
判
を
得
て
抹
消
登
記
が
で
き
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
代
え
て
「
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
」
を
登
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

原
因
と
す
る
移
転
登
記
を
認
め
て
き
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
に

お
い
て
は
、
Y
の
登
記
の
全
部
抹
消
に
代
え
て
、
真
正
な
登
記
名
義

の
回
復
を
原
因
と
す
る
Y
か
ら
X
ら
へ
の
所
有
権
の
一
部
（
一
共
有

持
分
）
の
移
転
登
記
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
が
問

題
と
な
る
。

（
二
）
　
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
持
分
移
転
登
記
の

　
　
可
否

　
右
の
論
点
に
関
し
て
は
、
以
下
の
三
通
り
の
考
え
方
が
あ
り
得
よ

う
。
①
抹
消
登
記
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
真
正
な
登
記
名
義
の

回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
は
認
め
ら
れ
な
い
（
抹
消
登
記
優

先
）
。
②
抹
消
登
記
と
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る

移
転
登
記
の
、
ど
ち
ら
も
で
き
る
（
両
者
競
合
・
併
存
）
。
③
真
正
な

登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
抹
消
登
記
は
認
め
ら
れ
な
い
（
真
正
登
記
名
義
回
復
を
原
因
と

す
る
移
転
登
記
優
先
）
。

　
上
記
二
（
二
）
共
有
関
係
の
事
例
に
お
い
て
、
更
正
登
記
の
方
法

に
よ
る
登
記
の
是
正
を
否
定
す
る
一
方
で
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回

復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
に
よ
る
べ
き
と
し
た
判
例
に
は
、
前
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
2
】
判
決
以
前
に
も
、
東
京
地
判
平
成
五
年
三
月
二
五
日
、
東
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

高
判
平
成
七
年
五
月
三
一
日
、
最
（
三
面
）
判
平
成
＝
年
三
月
九

（
6
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

日
、
最
（
一
々
）
判
平
成
＝
年
一
二
月
一
六
日
が
あ
る
が
、
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
事
案
に
お
け
る
原
告
は
、
当
初
よ
り
自
己
の

持
分
の
限
り
で
の
登
記
の
是
正
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
場
合
に
、
裁

判
所
が
、
右
原
告
の
申
立
て
の
範
囲
を
超
え
て
全
部
抹
消
登
記
を
命

ず
る
こ
と
は
、
処
分
権
主
義
（
民
訴
法
二
四
六
条
）
に
反
し
、
許
さ

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
裁
判
所
に
は
、
所
有
権
の
一

珊ゆ級辺偽
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吻登

正更の合蝪拠

し
致

合

糺闘体漢肋台目噺
八

間中

部
抹
消
（
更
正
登
記
）
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
原
告
の
請

求
を
棄
却
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因

と
す
る
所
有
権
一
部
移
転
登
記
を
認
め
る
か
の
選
択
肢
し
か
存
在
し

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
が
全
部
抹
消
登
記
を

求
め
た
場
合
に
、
上
記
①
説
か
ら
③
説
ま
で
の
い
ず
れ
の
見
解
を
と

る
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
一
方
、
本
判
決
も
ま
た
、
こ
の
論
点
に
直
接
の
解
答
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
。
本
件
X
の
請
求
の
趣
旨
は
、
Y
名
義
登
記
の
全
部
抹

消
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
判
旨
は
、
原
審
判
示
の
更
正
登
記

の
方
法
を
否
定
し
て
、
原
告
の
請
求
ど
お
り
抹
消
登
記
の
手
続
を
認

め
た
に
す
ぎ
ず
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
所
有
権

一
部
移
転
登
記
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
争
点
と
な
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
判
決
が
、
上
記
③
説
を
と
っ
て
い

な
い
こ
と
だ
け
は
明
白
で
あ
る
。
本
判
決
の
掲
載
誌
コ
メ
ン
ト
も
、

真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
と
い
う
手
段
が
、

請
求
者
に
お
い
て
自
己
の
持
分
に
関
し
て
登
記
の
是
正
を
求
め
る
た

め
の
い
わ
ば
便
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

便
法
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
権
利
変
動
の
過
程
と
態
様
を
忠
実
に

表
す
と
い
う
登
記
制
度
の
原
則
に
か
な
っ
た
全
部
抹
消
請
求
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
べ
き
十
分
な
根
拠
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
と
す
る
。

　
も
っ
と
も
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記

を
広
汎
に
承
認
す
る
現
在
の
登
記
実
務
を
前
提
に
す
る
限
り
、
残
る

曲
説
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
る
の
は
、
必
然
的
に
、
上
記
②
説
と
な
っ

て
こ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
③
説
排
除
の
論
拠
と
し
て
、
真

正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
の
有
す
る
、
抹
消

登
記
の
補
完
的
…
機
能
を
強
調
す
る
の
な
ら
ば
、
抹
消
登
記
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登

記
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
①
説
に
立
つ
の
が
筋
で
あ
る
。

四
　
中
間
省
略
登
記
・
更
正
登
記
・
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原

　
因
と
す
る
移
転
登
記
の
相
互
関
係

　
以
上
の
検
討
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
判
決
に
お
い
て
問
題
と

な
っ
て
い
る
中
間
省
略
登
記
な
い
し
中
間
省
略
相
続
登
記
（
前
三

一
）

A
更
正
登
記
（
顕
示
二
）
、
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と

す
る
移
転
登
記
（
前
示
三
）
の
三
つ
の
論
点
は
、
相
互
に
連
関
し
干

渉
し
合
う
関
係
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
論
点
に
関
す
る
登
記
実

務
・
判
例
・
学
説
の
立
場
は
、
そ
の
各
々
が
奇
妙
な
ね
じ
れ
現
象
を

起
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
判
例
に
お
い
て
、
（
一
）
中

間
省
略
登
記
請
求
と
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す

る
移
転
登
記
請
求
は
、
大
正
期
に
、
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
承
認

さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
を
境
に
、
判
例
は
、
登

記
は
現
在
の
権
利
状
態
の
み
な
ら
ず
権
利
変
動
の
過
程
お
よ
び
態
様

m
1
1

1
4
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を
も
正
確
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
を
放
棄
す
る
。

か
か
る
判
例
の
転
換
な
い
し
後
退
に
対
し
て
、
登
記
実
務
は
、
（
こ

中
間
省
略
登
記
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
命
じ
た
判
決
が
あ
る
場
合
に

し
か
申
請
を
認
め
な
い
一
方
で
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復

を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
に
関
し
て
は
、
判
決
に
よ
る
登
記
と
い
う

制
約
を
取
り
払
っ
て
、
当
事
者
の
任
意
申
請
の
場
合
に
も
こ
れ
を
認

　
　
　
　

め
る
。
だ
が
、
（
一
）
中
間
省
略
登
記
請
求
に
関
す
る
判
例
理
論
は
、

当
事
者
全
員
の
合
意
を
要
す
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
（
三
）

真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
は
、
中
間
者
の

同
意
等
が
不
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
登
記
申
請
の
側
面
に
お
い
て
、

（
一

j
中
間
省
略
登
記
の
申
請
と
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復

を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
は
、
著
し
い
不
均
衡
を
来
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
、
当
事
者
は
、
要
件
の
厳
し
い
（
一
）
中
間
省
略
登
記
を
避

け
て
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記

を
行
お
う
と
す
る
。
か
か
る
傾
向
に
対
し
て
、
学
説
は
、
（
三
）
真

正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
に
関
し
て
は
、
こ

れ
を
当
初
の
守
備
範
囲
　
　
す
な
わ
ち
抹
消
登
記
を
行
う
こ
と
が
事

実
上
困
難
な
場
合
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
は
認
め
な
い
か
、
あ
る
い

は
、
右
以
外
の
場
合
に
も
認
め
る
見
解
に
あ
っ
て
も
、
（
コ
）
中
間

省
略
登
記
と
同
様
、
判
決
に
よ
る
場
合
以
外
を
認
め
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
（
一
）
中
間
省
略
登
記
の
論
点
に
な
る
と
、
学
説
は
、
一
転
し

て
、
こ
れ
を
判
決
に
よ
る
登
記
の
場
合
に
限
定
す
る
登
記
実
務
の
立

場
を
無
視
し
て
、
当
事
者
の
任
意
申
請
に
よ
り
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る

か
の
よ
う
な
説
明
を
行
い
、
さ
ら
に
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の

回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
と
同
様
、
中
間
者
の
同
意
も
不
要
で

あ
る
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
（
二
）
更
正
登
記

の
可
否
に
関
す
る
判
例
・
登
記
実
務
の
立
場
は
、
（
一
）
中
間
省
略

（
相
続
）
登
記
と
の
間
で
整
合
性
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
同
一

性
」
の
判
断
が
曖
昧
で
あ
る
た
め
に
、
移
転
登
記
や
抹
消
登
記
の
潜

脱
行
為
と
し
て
利
用
さ
れ
る
危
険
が
生
じ
て
い
る
。
他
方
、
（
三
）

真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記
の
認
め
ら
れ
る

場
合
の
拡
張
は
、
（
二
）
更
正
登
記
や
抹
消
登
記
と
の
役
割
分
担
を

不
明
瞭
な
も
の
に
さ
せ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
錯
綜
し
矛
盾
に
満
ち
た
状
況
が
生
じ
た
原
因
は
、

判
例
・
登
記
実
務
・
学
説
が
、
（
一
）
中
間
省
略
登
記
、
（
二
）
更
正

登
記
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
移
転
登
記

の
三
者
間
の
相
互
連
関
に
つ
い
て
の
大
局
的
な
視
点
を
も
た
ず
、

も
っ
ぱ
ら
近
接
類
似
の
先
行
事
例
の
み
を
参
照
し
て
、
対
症
療
法
的

に
結
論
を
導
い
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
個
々
の
論
点
に

お
け
る
先
行
事
例
は
、
体
系
性
の
あ
る
一
般
命
題
に
育
た
ぬ
ま
ま
、

派
生
原
則
の
枝
分
か
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
と
な
り
、
現
在
で
は
、
も

は
や
理
論
と
し
て
の
体
裁
す
ら
な
し
て
い
な
い
、
単
な
る
事
例
の
束

㎜ω4辺G
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肋蛋

正更の
合

蝪拠
し

致合
と係関

体漢肋蛋
闘詩略

省
間中

に
す
ぎ
な
い
状
態
に
あ
る
。
か
か
る
現
状
に
対
し
て
は
、
上
記
三
者

の
制
度
運
用
に
つ
き
、
そ
の
基
本
的
な
役
割
分
担
を
改
め
て
定
め
た

う
え
で
、
整
合
性
の
な
い
ま
ま
極
端
に
細
分
化
し
て
し
ま
っ
た
現
在

の
運
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
い
っ
た
ん
リ
セ
ッ
ト
す
る
ほ
か
あ
る

ま
い
。
新
不
動
産
登
記
法
に
お
け
る
登
記
原
因
証
明
情
報
の
必
須
化

な
ら
び
に
そ
の
内
容
の
精
緻
化
の
要
求
は
、
か
か
る
運
用
上
の
変
革

を
行
う
好
機
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
（
一
）
中
問
省
略
登

記
に
関
し
て
、
こ
れ
を
基
本
的
に
認
め
な
い
立
場
を
と
れ
ば
、
（
二
）

更
正
登
記
に
関
し
て
、
「
同
一
性
」
の
認
め
ら
れ
る
事
例
は
、
そ
の

か
な
り
の
数
が
整
理
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
せ
め
て
中
間
省
略
相
続

登
記
に
関
し
て
、
遺
産
分
割
・
相
続
放
棄
・
遺
留
分
減
殺
・
持
分
権

の
譲
渡
を
相
続
と
「
同
一
」
と
捉
え
る
処
理
を
や
め
れ
ば
、
更
正
登

記
に
関
す
る
原
始
的
不
一
致
・
後
発
的
不
一
致
の
区
別
の
困
難
性
は
、

更
正
登
記
を
認
め
な
い
後
発
的
不
一
致
の
側
に
収
骨
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
方
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る

移
転
登
記
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
当
初
の
守
備
範
囲
　
　
抹
消
登
記

に
お
い
て
登
記
上
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
に
承
諾
義
務
が
な
い

場
合
一
に
と
ど
め
、
さ
ら
に
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
（
一
）

中
間
省
略
登
記
と
同
様
、
判
決
に
よ
る
登
記
の
場
合
に
限
っ
て
こ
れ

を
認
め
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
、
（
二
）
更
正
登
記
あ
る
い
は
抹
消

登
記
の
制
度
と
の
問
の
役
割
分
担
は
明
確
な
も
の
と
な
る
。

　
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
運
用

面
に
お
け
る
抜
本
的
改
変
が
実
現
す
る
可
能
性
は
低
い
。
そ
の
結
果
、

本
判
決
も
ま
た
、
事
案
ご
と
に
複
雑
に
細
分
化
し
た
法
命
題
の
一
つ

と
し
て
、
類
似
の
事
案
が
現
れ
た
場
合
に
の
み
意
味
を
も
つ
、
単
な

る
事
例
判
決
と
し
て
の
意
義
し
か
有
さ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
1
）
　
本
件
評
釈
と
し
て
、
後
藤
巻
則
・
N
B
L
八
二
七
号
（
二
〇
〇

　
六
年
）
六
頁
、
一
原
友
彦
・
み
ん
け
ん
五
八
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）

　
三
三
頁
が
あ
る
。

（
2
）
　
本
文
②
の
場
合
に
関
し
て
、
昭
和
三
五
年
七
月
一
二
日
民
事
甲

第
一
五
八
○
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
三
四
m
二
四
八
頁
、
昭
和
三

　
五
年
七
月
一
二
日
民
事
甲
第
一
五
八
一
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集

書
m
二
四
九
頁
、
昭
和
三
九
年
八
月
二
七
日
民
事
甲
羅
二
八
八
五
号

　
民
事
局
長
通
達
・
先
例
集
追
W
一
八
○
頁
。
調
停
調
書
に
つ
い
て
も

同
様
、
昭
和
三
四
年
九
月
九
日
民
三
第
八
〇
七
号
民
事
局
第
三
課
長

心
得
回
答
・
先
例
集
追
H
五
三
〇
頁
。

（
3
）
　
河
合
芳
光
『
逐
条
不
動
産
登
記
令
』
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、

　
二
〇
〇
五
年
）
七
七
頁
。
な
お
、
新
法
に
お
け
る
登
記
原
因
証
明
情

報
の
提
供
の
必
須
化
（
不
登
法
六
一
条
）
お
よ
び
内
容
の
精
緻
化
の

要
求
に
よ
り
、
実
体
的
な
権
利
変
動
の
過
程
に
合
致
し
な
い
中
間
省

　
略
登
記
の
申
請
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
掲
注
（
2
）
で
述
べ

　
た
よ
う
な
従
来
の
登
記
実
務
の
立
場
を
変
更
し
、
判
決
に
よ
る
登
記

　
に
よ
ら
ず
と
も
、
当
事
者
全
員
の
合
意
書
な
い
し
中
間
者
の
同
意
書

捌41
4
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を
添
付
す
れ
ば
中
間
省
略
登
記
の
申
請
を
受
理
す
べ
き
と
の
主
張
も

な
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
登
記
申
請
を
却
下
し
た
登
記
官
の
処
分
に

対
し
て
、
却
下
処
分
取
消
し
を
求
め
る
行
政
訴
訟
が
、
本
年
（
平
成

　
一
八
年
）
六
月
九
日
に
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
て
い
る
（
関

連
記
事
と
し
て
、
住
宅
新
報
二
〇
〇
六
年
五
月
二
日
号
（
二
面
）

「
申
請
却
下
で
近
く
提
訴
『
中
間
省
略
登
記
』
」
、
五
月
二
三
日
号

　
（
一
面
）
「
中
間
省
略
登
記
で
フ
ォ
ー
ラ
ム
　
マ
ン
シ
ョ
ン
学
会
」
、
六

月
二
〇
日
号
（
二
面
）
「
中
間
省
略
登
記
受
理
求
め
提
訴
」
、
六
月
二

七
日
号
（
二
面
）
「
『
不
当
な
制
約
は
許
さ
れ
ぬ
』
中
間
省
略
登
記
訴

訟
」
、
八
月
一
日
号
（
二
面
）
「
登
記
の
自
由
が
争
点
　
中
間
省
略
登

記
訴
訟
」
参
照
）
。
さ
ら
に
、
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
（
内

閣
府
）
の
住
宅
・
土
地
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
主
査
・
黒
川
和
美
法

政
大
学
経
済
学
部
教
授
）
も
、
中
間
省
略
登
記
の
申
請
の
可
否
に
つ

　
い
て
検
討
に
入
っ
た
と
い
う
（
住
宅
新
報
ニ
ュ
ー
ス
ニ
○
〇
六
年
一

　
一
月
六
日
頃
中
間
省
略
登
記
の
拒
絶
問
題
で
、
法
政
省
と
協
議
へ

内
閣
府
」
、
住
宅
新
報
一
一
月
七
日
（
一
面
）
「
『
中
間
省
略
登
記
拒

絶
』
に
疑
念
　
内
閣
府
」
、
住
宅
新
報
一
一
月
二
一
日
（
二
面
）
「
中

間
省
略
登
記
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
　
内
閣
府
」
参
照
）
。

（
4
）
　
戸
主
A
が
死
亡
し
B
が
家
督
相
続
登
記
を
受
け
な
い
で
隠
居
し

C
が
家
督
相
続
し
た
場
合
、
B
の
た
め
の
登
記
を
要
せ
ず
、
A
か
ら

直
接
C
に
相
続
登
記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
明
治
三
二

年
三
月
七
日
三
士
回
答
・
先
例
早
上
二
五
頁
、
明
治
三
三
年
三
月
七

日
民
刑
第
二
六
〇
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
髪
上
一
五
一
頁
の
立
場

が
、
昭
和
三
〇
年
一
二
月
一
六
日
民
甲
第
二
六
七
〇
号
民
事
局
長
通

達
・
先
例
集
追
－
五
〇
七
頁
…
…
〔
本
件
解
説
〕
登
記
研
究
九
八
号

　
（
一
九
五
六
年
）
三
三
頁
、
飛
沢
隆
志
『
不
動
産
登
記
先
例
百
選

　
（
第
二
版
）
』
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
五
号
、
一
九
八
二
年
）
五
四
頁

　
に
よ
り
、
単
独
相
続
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、

　
こ
の
場
合
に
は
、
数
次
相
続
の
す
べ
て
に
つ
き
登
記
原
因
お
よ
び
そ

　
の
日
付
（
○
年
○
月
○
日
相
続
）
を
申
請
書
に
列
挙
す
べ
き
も
の
と

　
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
登
記
原
因
欄
に
お
い
て
公
示
さ

れ
る
。
そ
の
他
の
関
連
先
例
も
含
め
て
、
詳
細
は
、
御
園
生
進
『
相

続
登
記
法
』
（
日
本
加
除
出
版
、
一
九
七
〇
年
）
三
〇
頁
、
一
五
九

頁
以
下
、
藤
原
勇
喜
『
相
続
・
遺
贈
の
登
記
』
（
テ
イ
ハ
ン
、
一
九
九

四
年
）
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
　
昭
和
一
〇
年
九
月
一
六
日
民
事
甲
第
九
四
六
号
民
事
局
長
回

答
・
先
例
史
上
六
〇
九
頁
。
飛
沢
・
前
掲
注
（
4
）
五
五
頁
、
吉
野
衛

　
『
注
釈
不
動
産
登
記
法
総
論
』
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九
八
二

年
）
二
五
七
頁
、
中
井
一
士
「
所
有
権
更
正
登
記
の
限
界
と
登
記
手

続
」
登
記
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
右
巻
八
号
（
通
巻
九
号
、
二
〇
〇
〇

年
）
九
三
頁
。

（
6
）
　
前
掲
注
（
4
）
登
記
研
究
九
八
号
三
四
頁
。

（
7
）
　
な
お
、
戦
前
の
家
督
相
続
の
制
度
の
下
で
は
、
数
次
の
家
督
相

続
の
中
間
者
が
、
隠
居
者
と
し
て
生
存
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
た

が
、
判
例
は
、
こ
の
場
合
の
隠
居
生
存
者
は
、
そ
の
後
の
相
続
人
が

相
続
登
記
を
し
な
い
限
り
、
自
己
の
相
続
に
よ
る
所
有
権
取
得
登
記

を
す
る
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
大
判
昭
和
一
六
年
六
月
二

　
一
日
法
律
新
聞
四
七
一
四
号
一
七
頁
・
法
律
評
論
三
〇
巻
民
法
六
二

剛⑳44偽



角化否可
吻蛋

正更の合
暢拠

し
致

合

糺闘体漢肋蛋臓噺
省

間中

六
頁
・
法
学
一
一
巻
一
八
五
頁
。
な
お
、
A
か
ら
被
相
続
人
B
が
買

　
い
受
け
た
不
動
産
に
つ
き
、
相
続
人
C
が
A
に
対
し
て
登
記
請
求
訴

訟
を
提
起
し
、
「
A
は
C
に
対
し
年
月
日
付
け
売
買
を
原
因
と
す
る

所
有
権
移
転
登
記
手
続
を
せ
よ
」
と
の
判
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
C

は
右
の
判
決
正
本
を
添
付
し
て
直
接
自
己
名
義
に
所
有
権
移
転
の
登

記
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（
昭
和
三
五
年
二

月
三
日
身
重
第
二
九
二
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
m
二
一
頁
）
、

　
こ
れ
は
、
む
し
ろ
判
決
に
よ
る
登
記
の
場
合
に
限
っ
て
中
間
省
略
登

記
の
申
請
を
認
め
る
一
般
理
論
と
見
う
る
。

（
8
）
　
藤
原
・
前
掲
注
（
4
）
三
〇
頁
。
御
園
生
・
前
掲
注
（
4
）
一
五
九
頁

　
も
同
旨
。

（
9
）
　
飛
沢
・
前
掲
注
（
4
）
五
五
頁
。

（
1
0
）
　
な
お
、
平
成
四
年
二
月
二
九
日
民
三
第
八
九
七
号
民
事
局
第
三

課
長
回
答
・
先
例
凝
立
四
二
六
一
頁
は
、
被
相
続
人
A
に
共
同
相
続

人
B
ら
三
七
人
が
い
る
場
合
に
、
遺
産
管
理
者
C
が
、
A
名
義
の
登

記
の
不
動
産
を
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
第
三
者
D
に
売
却
し
た

際
に
、
D
名
義
に
所
有
権
移
転
登
記
を
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し

　
て
、
A
か
ら
B
ら
三
七
人
へ
の
相
続
に
よ
る
所
有
権
移
転
登
記
を
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
1
1
）
　
昭
和
三
〇
年
一
二
月
一
六
日
民
甲
第
二
六
七
〇
号
民
事
局
長
通

達
・
前
掲
注
（
4
）
。

（
1
2
）
　
明
治
四
四
年
一
〇
月
三
〇
日
興
刑
第
九
〇
四
号
民
刑
局
長
回

答
・
先
例
集
追
－
五
一
頁
、
昭
和
一
九
年
一
〇
月
一
九
日
民
事
甲
第

六
九
二
号
民
事
局
長
通
達
・
先
例
尊
上
七
三
七
頁
、
昭
和
四
〇
年
一

　
二
月
七
日
民
三
第
三
三
二
〇
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
追

　
W
六
二
三
頁
。

（
1
3
）
　
直
接
の
単
独
相
続
登
記
を
否
定
す
る
昭
和
六
年
一
〇
月
三
日
民

事
第
九
九
七
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
－
一
七
二
頁
、
昭
和
一

六
年
＝
月
二
〇
難
民
甲
第
九
二
〇
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
上

六
九
一
頁
の
立
場
が
、
昭
和
二
八
年
四
月
二
五
日
民
甲
第
六
九
七
号

民
事
局
長
通
達
・
先
例
崖
下
二
〇
二
五
頁
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
見

　
う
る
。

（
1
4
）
　
昭
和
三
〇
年
五
月
二
三
日
民
甲
第
九
七
三
号
民
事
局
長
回
答
・

先
例
十
全
－
三
五
二
頁
。
な
お
、
す
で
に
共
同
相
続
登
記
が
な
さ
れ

　
て
い
る
場
合
に
関
し
て
は
、
抹
消
登
記
で
は
な
く
、
持
分
の
移
転
登

記
の
方
法
に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

（
！
5
）
　
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
五
日
民
三
第
五
｝
九
五
号
民
事
局
第
三

課
長
回
答
・
先
例
集
W
四
四
九
頁
、
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
五
日
民

三
第
五
一
九
六
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
皿
四
五
一
頁
。

（
1
6
）
　
〔
1
〕
遺
産
分
割
の
場
合
に
「
甲
↓
丙
A
」
の
直
接
の
登
記
を

認
め
る
昭
和
二
九
年
五
月
二
二
日
民
事
甲
第
一
〇
三
七
号
民
事
局
長

回
答
・
先
例
藤
下
二
二
〇
〇
頁
の
立
場
が
、
昭
和
三
六
年
三
月
二
一
二

日
民
甲
第
六
九
一
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
m
四
九
四
頁
に
よ

　
り
変
更
さ
れ
た
。
一
方
、
〔
4
〕
相
続
分
の
譲
渡
に
関
し
て
も
、
平

成
四
年
三
月
】
八
日
民
三
第
｝
四
〇
四
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・

先
例
集
追
㎜
二
六
八
頁
が
、
被
相
続
人
甲
が
死
亡
し
、
乙
丙
戊
（
丁

　
の
代
襲
相
続
人
）
が
共
同
相
続
し
た
不
動
産
に
つ
き
、
相
続
登
記
未

了
の
う
ち
に
乙
死
亡
に
よ
り
A
B
C
が
、
ま
た
、
丙
死
亡
に
よ
り
X

瑚
1
1

1
4

儒隔



料
資

が
相
続
し
、
さ
ら
に
、
戊
A
X
が
各
自
の
相
続
分
を
そ
れ
ぞ
れ
B
に

二
分
の
一
、
C
に
二
分
の
一
ず
つ
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
B
お

よ
び
C
へ
の
移
転
登
記
は
、
①
甲
死
亡
に
よ
る
相
続
を
原
因
と
す
る

乙
丙
戊
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
、
②
乙
持
分
に
つ
い
て
相
続
を
原
因

と
す
る
B
C
名
義
へ
の
持
分
全
部
移
転
登
記
、
③
丙
持
分
に
つ
い
て

相
続
を
原
因
と
す
る
X
名
義
へ
の
持
分
全
部
移
転
登
記
、
④
戊
お
よ

び
X
持
分
に
つ
い
て
B
お
よ
び
C
名
義
へ
の
持
分
全
部
移
転
の
登
記

を
順
次
申
請
す
べ
き
で
あ
り
、
昭
和
五
九
年
一
〇
月
一
五
日
民
三
第

　
五
一
九
五
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
前
掲
注
（
1
5
）
を
前
提
と
し
て

甲
か
ら
直
接
B
C
へ
の
相
続
登
記
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

（
1
7
）
　
更
正
登
記
の
一
般
的
定
義
お
よ
び
要
件
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ

　
た
り
、
半
田
正
夫
「
登
記
の
変
更
・
更
正
」
幾
代
通
1
1
宮
脇
幸
彦
1
1

賀
集
唱
1
1
枇
杷
田
泰
助
1
1
吉
野
衛
1
1
浦
野
雄
幸
（
編
）
『
不
動
産
登

記
講
座
H
総
論
（
2
）
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七
年
）
七
七
頁
以

下
、
林
良
平
1
1
青
山
正
明
（
編
）
『
注
解
不
動
産
法
6
不
動
産
登
記

法
（
補
訂
版
）
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九
二
年
）
旧
法
六
三
条
～
六
六

条
〔
南
敏
文
〕
四
一
五
頁
以
下
、
旧
法
八
一
条
ノ
五
～
八
一
条
ノ
七

　
〔
西
田
幸
示
〕
四
九
八
頁
以
下
、
幾
代
通
一
徳
本
伸
一
『
不
動
産
登

記
法
（
第
四
版
）
』
（
有
斐
閣
・
法
律
学
全
集
、
一
九
九
四
年
）
五
六

頁
、
一
八
四
頁
以
下
、
小
宮
山
秀
史
「
変
更
・
更
正
の
登
記
」
鎌
田

薫
1
1
寺
田
逸
郎
1
1
小
池
信
行
（
編
）
『
不
動
産
登
記
講
座
3
総
論
m
』

　
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
年
）
二
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
1
8
）
　
「
同
一
性
」
を
め
ぐ
る
今
日
の
理
論
に
影
響
を
与
え
た
指
導
的

学
説
と
し
て
、
浅
井
清
信
「
更
正
登
記
に
つ
い
て
」
『
判
例
不
動
産

法
の
研
究
』
（
立
命
館
出
版
部
、
一
九
三
八
年
）
五
五
頁
…
…
〔
初

出
〕
法
と
経
済
（
立
命
館
大
）
七
巻
一
号
（
一
九
三
七
年
）
五
五
頁
、

杉
之
原
舜
一
①
『
不
動
産
登
記
法
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
八
年
）

　
一
九
七
頁
以
下
、
な
お
、
杉
之
原
舜
一
②
『
新
版
不
動
産
登
記
法
』

　
（
一
粒
社
、
一
九
七
〇
年
）
二
三
九
頁
以
下
、
舟
橋
諄
一
『
不
動
産

登
記
法
』
（
日
本
評
論
社
・
新
法
学
全
集
、
一
九
三
八
～
一
九
三
九

年
）
三
一
頁
、
四
六
頁
以
下
、
一
六
三
頁
以
下
。

（
1
9
）
　
幾
代
1
1
徳
本
・
前
掲
注
（
1
7
）
一
八
六
頁
。

（
2
0
）
杉
之
原
・
前
掲
注
（
1
8
）
①
二
単
語
頁
、
二
〇
三
頁
注
（
3
）
、
杉

之
原
・
前
掲
注
（
1
8
）
②
二
四
〇
頁
、
二
四
五
頁
注
（
4
）
。

（
2
1
）
　
幾
代
1
1
徳
本
・
前
掲
注
（
1
7
）
一
八
六
頁
。

（
2
2
）
　
大
正
三
年
一
〇
月
一
日
法
務
局
長
電
報
回
答
・
先
例
早
追
－
七

　
一
頁
、
昭
和
三
二
年
八
月
三
日
民
事
甲
第
一
四
五
四
号
民
事
局
長
通

達
・
先
例
集
追
1
1
一
四
四
頁
。
た
だ
し
、
遺
漏
・
錯
誤
が
、
登
記
官
の

過
誤
に
よ
る
場
合
に
は
、
登
記
官
の
職
権
に
よ
り
「
登
記
の
更
正
」

　
が
行
わ
れ
る
（
不
登
法
六
七
条
二
項
）
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
登

　
記
の
更
正
」
と
は
、
更
正
登
記
（
不
登
法
二
条
一
六
号
で
定
義
さ
れ

　
て
い
る
「
更
正
の
登
記
」
）
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
っ
て
、
登
記
官

　
の
過
誤
に
よ
る
登
記
事
項
の
錯
誤
・
遺
漏
を
訂
正
す
る
手
続
を
い
い
、

職
権
に
よ
る
登
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
同
一
性
」
要
件
を
欠
く
場

　
合
に
も
認
め
ら
れ
る
。
清
水
響
『
一
問
一
答
・
新
不
動
産
登
記
法
』

　
（
商
事
法
務
、
一
〇
〇
五
年
）
一
八
一
～
一
八
二
頁
。

（
2
3
）
　
大
阪
夢
判
昭
和
二
八
年
三
月
三
一
日
下
民
庶
四
巻
三
号
四
六
四

頁
、
名
古
屋
地
判
昭
和
四
七
年
二
月
八
日
判
時
六
七
一
号
六
五
頁
・
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月化否可
肋蛋

正更の合
場拠

し
致合

糺闘体漢肋親旧即
値

間中

判
タ
ニ
七
八
号
三
三
一
頁
、
最
（
二
小
）
判
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二

九
日
訟
月
一
＝
巻
＝
号
二
二
四
八
頁
・
判
時
七
九
八
号
二
二
頁
・
金

法
七
七
四
号
三
二
頁
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
登
記
官
の
過
誤
に
よ
る
場

合
に
は
、
上
記
（
1
）
と
同
様
、
職
権
に
よ
る
「
登
記
の
更
正
」
は

認
め
ら
れ
る
。
大
正
三
年
三
月
＝
［
口
民
第
三
九
六
号
法
務
局
長
回

答
・
先
例
集
追
－
六
七
頁
、
昭
和
三
二
年
八
月
三
日
民
事
甲
第
一
四

五
四
号
民
事
局
長
通
達
・
先
例
集
追
H
一
四
四
頁
、
昭
和
三
六
年
八

月
一
四
日
民
事
甲
第
二
〇
三
〇
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
m
五

九
六
頁
。
な
お
、
一
筆
の
土
地
の
一
部
に
つ
い
て
だ
け
所
有
権
移
転

登
記
を
す
べ
き
と
こ
ろ
を
土
地
全
部
に
つ
い
て
登
記
し
て
し
ま
っ
た

場
合
に
も
、
更
正
登
記
で
は
な
く
、
分
筆
登
記
を
し
た
う
え
で
、
移

転
し
な
か
っ
た
部
分
に
つ
き
抹
消
登
記
を
す
べ
き
で
あ
る
。
大
判
大

正
一
〇
年
三
月
九
日
民
録
二
七
三
五
〇
七
頁
。
た
だ
し
、
地
番
・
地

積
等
の
記
載
の
誤
り
が
軽
微
で
、
実
体
関
係
と
の
間
の
同
一
性
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
更
正
登
記
の
申
請
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
更

正
前
の
登
記
も
有
効
な
登
記
と
し
て
対
抗
力
を
有
す
る
。
大
判
明
治

三
八
年
一
一
月
一
日
二
項
一
一
輯
一
五
〇
一
頁
、
大
判
明
治
三
八
年

一
二
月
一
八
日
民
録
一
一
輯
一
七
七
二
頁
、
大
判
明
治
三
九
年
六
月

二
二
日
民
営
一
二
輯
一
〇
一
八
頁
、
大
判
昭
和
二
年
三
月
一
八
日
法

律
新
聞
二
六
七
九
号
八
頁
・
法
律
評
論
一
六
巻
諸
法
＝
○
頁
、
大

判
昭
和
二
年
六
月
三
〇
日
法
律
新
聞
二
七
四
四
号
＝
一
頁
・
法
律
評

論
一
七
巻
諸
法
一
八
頁
、
大
判
昭
和
四
年
四
月
六
日
三
夕
八
巻
三
八

四
頁
、
大
判
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
一
日
立
集
一
四
巻
一
六
七
一
頁
、

大
判
昭
和
一
二
年
二
月
九
日
法
学
六
巻
七
六
〇
頁
、
金
沢
地
判
昭
和

　
三
六
年
九
月
二
五
日
下
民
集
一
二
巻
九
号
二
三
〇
二
頁
、
最
（
三

星
）
判
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
三
日
民
集
一
八
巻
八
号
一
五
五
九
頁
、

最
（
大
）
判
昭
和
四
〇
年
三
月
一
七
日
二
百
一
九
巻
二
号
四
五
三
頁
、

東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
二
〇
日
二
時
四
五
三
号
四
三
頁
・
判

タ
一
八
七
号
「
七
九
頁
、
最
（
一
三
）
判
昭
和
四
五
年
三
月
二
六
日

誰
時
五
九
一
号
六
四
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
七
月
二
九
日
判
時

七
六
四
号
三
九
頁
、
最
（
一
書
）
判
平
成
一
八
年
一
月
一
九
日
裁
判

所
時
報
一
四
〇
四
号
七
頁
・
三
千
一
二
〇
五
号
一
三
八
頁
。

（
2
4
）
　
大
判
大
正
四
年
一
二
月
二
三
日
民
録
一
＝
輯
二
一
七
三
頁
。

（
2
5
）
　
昭
和
三
六
年
三
月
三
一
日
民
事
聖
業
七
七
三
号
民
事
局
長
回

答
・
先
例
集
追
m
五
一
〇
頁
。

（
2
6
）
　
千
葉
地
判
昭
和
三
二
年
一
一
月
九
日
行
裁
集
八
巻
一
一
号
二
〇

四
五
頁
、
福
岡
高
堂
昭
和
三
三
年
六
月
二
七
日
目
最
（
二
十
）
判
昭

和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
原
審
）
民
集
一
五
巻
一
〇
号
二
五
六
九
頁
、

最
（
大
）
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
七
日
民
集
二
〇
巻
四
号
八
七
〇
頁
、

最
（
一
意
）
判
昭
和
四
七
年
六
月
二
二
日
細
首
二
六
巻
五
号
一
九
五

　
一
頁
、
最
（
回
盲
）
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
十
時
八
〇
三
号

六
三
頁
・
判
タ
三
三
〇
号
二
五
三
頁
・
金
法
七
七
七
号
二
五
頁
・
金
商

　
四
八
九
号
四
頁
、
福
岡
高
判
平
成
二
年
三
月
二
八
日
判
タ
七
三
七
号

　
二
二
九
頁
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
、
「
A
は
B
に
対
し
、
A
名
義
で

な
さ
れ
た
相
続
登
記
を
B
名
義
に
更
正
せ
よ
」
と
の
判
決
を
得
た
と

し
て
も
、
こ
の
判
決
に
よ
る
更
正
登
記
の
申
請
は
受
理
さ
れ
な
い
。

昭
和
五
三
年
三
月
一
五
日
民
三
第
一
五
二
四
号
民
事
局
第
三
課
長
依

命
回
答
・
先
例
集
追
W
五
三
七
頁
。
た
だ
し
、
登
記
名
義
人
の
記
載

切44儒窟



料資

　
の
誤
り
が
軽
微
で
、
本
来
の
登
記
名
義
人
た
る
べ
き
者
を
認
識
可
能

な
場
合
に
は
、
更
正
登
記
は
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
更
正
前
の
登

記
も
有
効
な
登
記
と
し
て
対
抗
力
を
有
す
る
。
大
弓
大
正
三
年
一
月

　
一
二
日
再
録
二
〇
輯
一
頁
、
大
判
大
正
四
年
半
十
九
日
民
録
二
一
輯

九
三
頁
、
前
橋
地
判
昭
和
五
七
年
四
月
二
〇
日
下
民
集
三
三
巻
一

～
四
号
一
五
五
頁
。
な
お
、
二
戸
建
一
棟
の
建
物
（
区
分
所
有
建

物
）
の
一
戸
が
A
所
有
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
物
全
部
に
つ

　
い
て
も
う
一
方
の
所
有
者
で
あ
る
B
の
単
独
名
義
の
保
存
登
記
が
さ

れ
て
い
る
場
合
も
、
更
正
登
記
の
方
法
で
訂
正
で
き
る
。
東
京
地
判

昭
和
三
〇
年
八
月
一
八
日
下
民
集
六
巻
八
号
一
六
三
七
頁
、
浦
和
地

越
谷
支
判
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
五
日
下
民
集
六
巻
＝
号
二
四
二

　
一
頁
、
東
京
地
申
言
成
元
年
一
〇
月
一
九
日
夏
時
一
三
五
五
号
一
〇

　
二
頁
。

（
2
7
）
　
大
判
明
治
三
五
年
五
月
三
〇
日
民
録
八
十
五
巻
一
五
六
頁
、
大

判
明
治
三
五
年
＝
月
二
一
日
民
録
八
輯
一
〇
巻
＝
四
頁
、
大
判

昭
和
九
年
三
月
一
日
法
律
新
聞
三
六
七
五
号
一
二
頁
・
法
律
評
論
二

　
三
巻
諸
法
二
六
七
頁
。

（
2
8
）
　
大
決
大
正
八
年
五
月
一
五
日
民
録
二
五
輯
八
六
六
頁
。

（
2
9
）
　
大
正
一
四
年
六
月
二
日
民
事
第
四
二
五
二
号
民
事
局
長
回
答
・

先
例
集
追
－
一
四
〇
頁
、
最
（
一
小
）
判
昭
和
二
七
年
一
二
月
四
日

　
民
青
六
巻
＝
号
一
〇
八
五
頁
、
昭
和
三
三
年
四
月
二
八
日
民
事
甲

第
七
八
六
号
民
事
局
長
心
得
通
達
・
先
例
集
追
H
二
六
一
頁
、
昭
和

　
三
四
年
一
一
月
一
三
日
民
甲
第
二
四
三
八
号
民
事
局
長
通
達
・
先
例

集
追
H
五
五
六
頁
、
最
（
二
小
）
判
昭
和
三
七
年
七
月
六
日
民
集
一

六
巻
七
号
一
四
五
二
頁
、
昭
和
四
一
年
六
月
二
四
日
民
事
甲
第
一
七

九
二
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
W
八
〇
三
頁
、
最
（
二
小
）
判

昭
和
四
一
年
九
月
一
六
日
金
法
四
五
八
号
七
頁
、
大
阪
夢
判
昭
和
五

　
八
年
三
月
一
六
日
昭
和
五
六
年
（
ワ
）
第
七
二
七
号
い
国
×
＼
u
b
d
文

献
番
号
卜
。
卜
。
。
。
O
O
O
ミ
。

（
3
0
）
　
大
判
昭
和
九
年
＝
月
一
七
日
民
集
一
三
巻
二
＝
二
八
頁
、
大

判
昭
和
一
一
年
七
月
二
三
日
法
学
五
巻
一
一
号
一
一
五
頁
、
福
岡
高

判
昭
和
三
一
年
六
月
二
〇
日
高
民
集
九
巻
七
号
四
五
七
頁
、
昭
和
三

七
年
七
月
二
六
日
民
事
甲
第
二
〇
七
．
四
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集

追
m
九
三
一
頁
、
最
（
二
小
）
判
昭
和
四
七
年
四
月
七
日
金
法
六
四

九
号
二
三
頁
、
最
（
三
皇
）
判
昭
和
五
六
年
二
月
二
四
日
判
タ
四
三

　
六
号
＝
九
頁
・
金
法
九
六
九
号
四
五
頁
・
金
商
六
一
六
号
三
頁
。
こ

　
れ
に
対
し
て
、
更
正
登
記
を
否
定
し
た
判
例
と
し
て
、
大
判
昭
和
一

　
一
年
六
月
一
一
日
法
律
新
聞
四
〇
〇
九
号
一
七
頁
・
法
律
評
論
二
五

巻
民
法
五
二
九
頁
。

（
3
1
）
　
大
貝
大
正
二
年
六
月
二
一
日
民
録
一
九
輯
四
六
六
頁
、
大
判
大

正
一
四
年
一
二
月
二
一
日
民
集
四
巻
七
二
三
頁
、
大
判
昭
和
一
〇
年

　
一
〇
月
一
一
日
法
律
新
聞
三
九
〇
四
号
七
頁
、
大
判
昭
和
一
四
年
五

　
月
五
日
法
律
新
聞
四
四
三
七
号
九
頁
、
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
三
日

　
民
事
甲
第
二
七
四
七
号
民
事
局
長
通
達
・
先
例
集
追
－
五
一
一
頁
、

福
岡
高
判
昭
和
三
六
年
五
月
三
〇
日
下
民
音
一
二
巻
五
号
一
二
四
〇

　
頁
、
福
岡
高
湿
昭
和
五
二
年
八
月
二
四
日
判
時
八
八
五
号
＝
二
七

　
頁
・
判
タ
三
六
三
号
二
二
九
頁
・
金
商
五
五
三
号
四
四
頁
。

（
3
2
）
　
た
だ
し
、
権
利
の
内
容
の
遺
漏
・
錯
誤
の
程
度
が
甚
だ
し
く
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月化否可
胸登

正更の合蝪椥

し
致合

と係関
体漢肋登

続相略省
間中

　
「
同
一
性
」
が
な
い
と
認
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
更
正
登
記
は
認
め

ら
れ
な
く
な
る
。
東
京
高
判
昭
和
三
二
年
四
月
一
三
日
難
民
集
一
〇

巻
三
号
一
六
八
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
三
二
年
四
月
二
六
日
下
民
集
八

巻
四
号
八
三
八
頁
、
東
京
地
回
昭
和
三
九
年
七
月
一
七
日
下
民
集
一

　
五
巻
七
号
一
八
一
三
頁
、
東
京
高
上
平
成
二
年
三
月
二
六
日
金
法
一

　
二
六
八
号
三
三
頁
。

（
3
3
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
七
戸
克
彦
「
共
有
者
の
一
人
に
よ

　
る
不
実
登
記
の
抹
消
登
記
請
求
－
最
（
二
小
）
判
平
成
一
五
年
七

　
月
一
一
日
民
集
五
七
巻
七
号
七
八
七
頁
の
検
討
1
（
一
）

～
（
二
・
完
）
」
民
商
法
雑
誌
＝
一
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
目
二
二

五
頁
、
三
号
四
一
八
頁
。
ま
た
、
と
く
に
②
共
有
者
登
記
型
に
関
し

　
て
、
山
田
誠
一
「
共
有
不
動
産
の
登
記
に
関
す
る
共
有
者
間
の
法
律

関
係
一
共
有
者
の
一
人
が
単
独
名
義
で
登
記
を
行
っ
た
場
合
」
石

　
田
喜
久
夫
一
嘗
原
道
雄
一
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
（
上

巻
）
『
不
動
産
法
の
課
題
と
展
望
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）

　
一
四
七
頁
。

（
3
4
）
　
東
京
高
判
平
成
八
年
五
月
三
〇
日
判
タ
九
三
三
号
一
五
二
頁
。

（
3
5
）
　
大
阪
高
島
昭
和
四
九
年
一
〇
月
九
日
判
官
七
七
一
号
四
八
頁
・

追
惜
三
一
八
号
二
四
九
頁
・
金
法
七
四
九
号
三
〇
頁
・
金
商
四
四
四
号

　
一
〇
頁
、
高
松
高
場
昭
和
五
九
年
四
月
二
六
日
下
民
集
三
五
巻
一

～
四
号
＝
二
四
頁
、
東
京
地
響
平
成
六
年
二
月
一
六
日
判
タ
八
七
三

号
一
五
二
頁
・
金
商
九
六
九
号
三
六
頁
、
東
京
高
士
平
成
七
年
五
月

　
三
一
日
判
タ
九
〇
三
号
＝
二
四
頁
。

（
3
6
）
　
東
京
地
判
平
成
五
年
三
月
二
五
日
判
タ
八
四
四
号
二
五
五
頁
、

最
（
三
小
）
判
平
成
一
一
年
三
月
九
日
裁
判
所
時
報
一
二
三
九
号
二

頁
・
家
裁
月
報
五
一
巻
九
号
五
五
頁
・
判
時
一
六
七
二
号
六
四
頁
・
判

　
タ
九
九
九
号
二
三
六
頁
・
金
法
一
五
六
〇
号
二
九
頁
・
金
商
一
〇
六
八

号
三
〇
頁
。

（
3
7
）
①
の
立
場
に
立
つ
判
例
と
し
て
、
大
判
大
正
八
年
＝
月
三
日

民
録
二
五
輯
一
九
四
四
頁
、
②
の
立
場
に
立
つ
判
例
と
し
て
、
大
判

大
正
八
年
一
二
月
二
五
日
三
下
二
五
輯
二
三
九
二
頁
、
大
判
大
正
九

年
一
二
月
一
七
日
民
録
二
六
輯
二
〇
四
三
頁
、
③
の
立
場
に
立
つ
判

例
と
し
て
、
大
判
官
正
一
〇
年
一
〇
月
二
七
日
民
習
二
七
二
二
〇
四

〇
頁
。
な
お
、
今
日
の
裁
判
例
の
中
に
も
、
③
の
立
場
に
立
つ
も
の

が
あ
る
。
東
京
高
判
昭
和
四
一
年
一
一
月
二
五
日
判
時
四
六
九
号
四

　
三
頁
。

（
3
8
）
　
昭
和
一
五
年
二
月
二
日
民
事
甲
第
二
二
号
民
事
局
長
回
答
・

．
先
例
集
義
六
六
二
頁
、
昭
和
三
一
年
三
月
二
三
日
民
事
甲
六
一
四
号

　
民
事
局
長
通
達
・
先
例
集
追
－
五
七
九
頁
、
長
野
地
諏
訪
支
判
昭
和

　
三
一
年
八
月
二
四
日
下
民
集
七
巻
八
号
二
二
九
〇
頁
、
神
戸
地
尼
崎

支
判
昭
和
三
二
年
三
月
＝
二
日
下
民
集
八
巻
三
号
四
五
五
頁
、
昭
和

　
三
三
年
七
月
五
日
民
事
甲
第
＝
二
六
六
号
民
事
局
長
心
得
回
答
・
先

例
集
追
1
1
二
九
五
頁
、
昭
和
三
三
年
九
月
三
日
民
事
甲
第
一
八
二
二

号
民
事
局
長
心
得
回
答
・
先
例
集
追
H
三
二
四
頁
、
東
京
洪
図
昭
和

　
三
五
年
六
月
三
こ
口
下
民
集
＝
巻
六
号
＝
二
八
九
頁
、
釧
路
地
判

昭
和
三
六
年
二
月
一
四
日
行
至
要
一
二
巻
二
号
一
七
三
頁
、
東
京
高

判
昭
和
三
六
年
六
月
六
日
東
高
屋
時
報
一
二
巻
六
号
＝
八
頁
、
昭

和
三
六
年
一
〇
月
一
四
日
民
事
甲
第
二
六
〇
四
号
民
事
局
長
回
答
・
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先
例
集
結
m
七
〇
二
頁
、
最
（
二
二
）
判
昭
和
三
八
年
二
月
二
二
日

民
集
一
七
巻
一
号
二
三
五
頁
、
最
（
一
興
）
判
昭
和
三
九
年
一
月
三

〇
日
裁
判
集
民
七
一
号
四
九
九
頁
、
最
（
二
型
）
判
昭
和
三
九
年
四

月
】
七
日
裁
判
集
民
七
三
号
…
六
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
三
九
年
五

月
七
日
下
民
集
一
五
巻
五
号
〕
〇
三
五
頁
、
昭
和
三
九
年
一
二
月
二

三
日
民
事
甲
第
四
〇
二
一
二
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
W
二
九
五

頁
、
高
松
書
判
昭
和
四
〇
年
八
月
一
六
日
謡
講
月
報
一
一
巻
一
一
号

一
五
六
三
頁
、
昭
和
四
〇
年
八
月
二
六
日
声
言
第
二
四
二
九
号
民
事

局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
追
W
四
九
一
頁
、
東
京
書
判
昭
和
四
三

年
四
月
二
四
日
商
民
集
二
一
巻
二
号
一
九
七
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
四

三
年
　
二
月
＝
日
（
最
（
一
小
）
判
昭
和
四
七
年
五
月
二
五
日
原

審
）
出
時
五
六
〇
号
五
二
頁
、
最
（
一
小
）
判
昭
和
四
四
年
五
月
二

九
日
三
岳
二
一
二
巻
六
号
一
〇
三
四
頁
、
最
（
｝
小
）
判
昭
和
四
四
年

五
月
二
九
日
裁
判
集
書
九
五
号
四
一
＝
頁
・
判
時
五
六
〇
号
四
四
頁
、

最
（
三
小
）
判
昭
和
四
四
年
九
月
二
日
判
型
五
七
四
号
三
〇
頁
・
判

タ
ニ
四
〇
号
一
三
六
頁
、
昭
和
四
四
年
九
月
九
日
民
事
甲
第
一
八
二

三
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
V
一
五
二
頁
、
大
阪
三
春
昭
和
四

五
年
二
月
一
四
日
下
民
集
二
一
巻
一
1
1
二
号
三
二
三
頁
、
昭
和
四
五

年
三
月
九
日
民
甲
第
九
七
三
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
V
二
一

一
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
四
六
年
九
月
二
九
日
（
最
（
一
斉
）
判
昭
和

四
七
年
五
月
二
五
日
原
審
）
民
芸
二
六
巻
四
号
八
一
五
頁
、
昭
和
四

七
年
五
月
一
日
民
甲
第
｝
七
六
五
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例

集
追
V
七
三
五
頁
、
東
京
地
謡
昭
和
四
八
年
九
月
二
】
日
八
時
七
四

三
号
七
六
頁
、
高
松
高
判
昭
和
四
九
年
五
月
一
日
高
配
集
二
七
巻
二

号
一
八
七
頁
（
上
告
審
）
、
広
島
高
岡
山
支
判
昭
和
五
〇
年
功
月
一

　
四
日
目
最
（
三
越
）
判
昭
和
五
四
年
三
月
一
〇
日
原
審
）
判
時
七
九

四
号
七
七
頁
・
判
タ
三
三
二
号
二
三
三
頁
、
松
山
地
判
昭
和
五
一
年

七
月
】
六
日
（
最
（
｝
小
〉
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
日
原
審
）
民

集
三
四
二
五
号
七
二
九
頁
、
最
（
大
）
判
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
〇

　
［
口
民
集
三
二
巻
九
号
一
六
七
四
頁
、
最
（
三
世
）
判
昭
和
五
四
年
四

月
一
七
日
昔
時
九
二
九
号
六
七
頁
・
金
法
八
九
六
号
四
四
頁
・
金
商
五

七
五
号
二
四
頁
、
最
（
三
小
）
判
昭
和
五
四
年
四
月
一
七
日
判
時
九

　
二
九
号
七
三
頁
・
金
法
八
九
六
号
四
五
頁
・
金
商
五
七
七
号
五
〇
頁
、

高
松
高
等
昭
和
五
五
年
一
一
月
＝
二
日
金
商
六
一
三
号
三
六
頁
、
東

京
盲
判
昭
和
五
九
年
三
月
二
二
日
判
時
一
一
一
五
号
一
〇
三
頁
・
判

　
タ
五
二
七
号
一
〇
三
頁
、
最
（
三
星
）
判
昭
和
五
九
年
四
月
二
四
日

裁
判
集
民
事
一
四
一
号
六
〇
三
頁
・
十
時
＝
二
〇
号
三
八
頁
・
判
タ

　
五
三
】
号
一
四
｝
頁
・
金
法
一
〇
六
七
号
二
八
頁
・
金
商
七
〇
】
号
三

頁
、
最
（
二
君
）
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
九
日
裁
判
集
民
事
一
四

　
六
号
一
九
七
頁
、
東
京
豊
肥
平
成
四
年
二
月
二
八
日
金
法
一
三
四
二

号
一
一
二
頁
、
広
島
高
判
平
成
一
二
年
八
月
二
五
日
高
民
芸
五
三
巻

　
二
号
一
〇
九
頁
、
最
（
三
三
）
判
平
成
一
六
年
四
月
二
〇
日
裁
判
所

時
報
＝
二
六
二
号
一
頁
・
家
裁
月
報
五
六
巻
一
〇
号
四
八
頁
・
判
時
一

　
八
五
九
号
六
一
頁
・
下
弓
＝
五
一
号
二
九
四
頁
・
金
法
一
七
＝
号

　
三
二
頁
・
金
商
一
二
〇
五
号
五
五
頁
。

（
3
9
）
　
前
掲
注
（
3
8
）
掲
記
の
判
例
。

（
4
0
）
　
前
掲
注
（
3
7
）
掲
記
の
判
例
。

（
4
1
）
　
前
掲
注
（
3
7
）
鼻
差
の
判
例
。
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旬化否可
吻登

正更の
合

場拠
し

致
合と係関

体漢肋蛋
続

相略
言間中

（
4
2
）
　
後
掲
注
（
5
0
）
書
記
の
判
例
。

（
4
3
）
　
昭
和
二
五
年
六
月
三
日
民
事
甲
第
一
五
八
二
号
民
事
局
長
回

答
・
先
例
書
下
四
一
二
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
二
〇

日
判
時
八
八
六
号
六
三
頁
・
判
タ
三
六
五
号
二
七
二
頁
。

（
4
4
）
　
か
つ
て
は
抹
消
登
記
に
代
え
て
持
分
の
移
転
登
記
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
裁
判
例
も
存
在
し
た
が
（
津
地
判
昭
和
三
〇
年

　
八
月
三
日
下
民
集
六
巻
八
号
一
五
六
七
頁
）
、
そ
の
後
の
裁
判
例
お

　
よ
び
先
例
は
、
更
正
登
記
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
鹿
児
島
地
霊
昭
和

三
四
年
五
月
二
八
日
行
立
集
一
〇
巻
八
号
一
五
〇
二
頁
、
昭
和
四
一

年
二
月
一
六
日
民
芸
第
三
八
六
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集

追
W
三
八
六
頁
、
昭
和
四
一
年
五
月
＝
二
日
民
事
甲
第
一
一
八
○
号

民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
脚
七
四
〇
頁
、
昭
和
四
四
年
九
月
一
日
民

　
三
等
八
六
五
号
民
事
局
第
三
課
長
依
命
通
知
・
先
例
集
追
V
一
五
〇

頁
。
た
だ
し
、
共
同
相
続
人
の
一
人
が
単
独
名
義
の
相
続
登
記
を
経

由
し
た
う
え
第
三
者
と
の
間
で
売
買
や
抵
当
権
の
設
定
を
自
ら
行
っ

　
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
、
右
第
三
者
に
対
し
て
、
自
己
の
持
分
を

超
え
る
部
分
の
登
記
に
つ
き
一
部
抹
消
（
更
正
）
登
記
手
続
を
請
求

　
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
照
し
て
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
最
（
二

小
）
判
昭
和
四
二
年
四
月
七
日
民
集
二
一
巻
三
号
五
五
一
頁
、
最

　
（
二
小
）
判
昭
和
五
六
年
一
〇
月
三
〇
日
家
裁
月
報
三
四
巻
九
号
五

　
二
頁
・
判
時
一
〇
二
二
号
五
五
頁
・
心
当
四
五
五
号
九
六
頁
・
金
法
九

　
八
八
号
四
三
頁
・
金
商
六
三
四
号
三
一
頁
。
こ
の
ほ
か
、
信
義
則
違

反
を
根
拠
に
、
更
正
登
記
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判

断
和
六
｝
年
五
月
二
九
日
幾
時
二
九
五
号
九
四
頁
。

（
4
5
）
　
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
四
日
下
民
集
一
〇
巻
一
二
号

　
二
七
一
九
頁
。

（
4
6
）
　
大
判
昭
和
一
四
年
一
二
月
一
二
日
法
律
新
聞
四
五
〇
八
号
＝
二

　
頁
・
法
律
評
論
二
九
巻
諸
法
七
五
頁
。

（
4
7
）
　
昭
和
三
五
年
｝
二
月
二
一
二
日
並
甲
第
三
二
六
〇
号
民
事
局
長
回

答
・
先
例
集
追
m
四
一
七
頁
。

（
4
8
）
　
な
お
、
B
に
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
A
の
遺
言
が
あ
る
に
も
か

　
か
わ
ら
ず
、
B
C
ら
共
同
相
続
人
が
遺
言
内
容
と
は
異
な
る
遺
産
分

割
協
議
を
行
っ
た
場
合
に
、
こ
の
遺
産
分
割
協
議
は
、
B
が
A
の
遺

言
に
よ
り
直
接
に
取
得
し
た
取
得
分
を
B
C
ら
共
同
相
続
人
間
で
贈

与
な
い
し
交
換
的
に
譲
渡
す
る
合
意
と
評
価
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、

本
来
な
ら
ば
、
ま
ず
A
か
ら
B
へ
の
単
独
名
義
の
移
転
登
記
を
経
由

　
し
た
後
、
B
か
ら
C
へ
の
持
分
移
転
登
記
が
経
由
さ
れ
る
べ
き
で
あ

　
る
が
、
こ
れ
を
省
略
し
て
直
接
A
か
ら
B
C
共
有
名
義
の
登
記
を
し

た
場
合
に
も
、
現
在
の
権
利
状
態
に
合
致
し
て
い
る
以
上
は
有
効
で

あ
る
と
し
て
、
「
A
↓
B
C
ら
」
の
登
記
の
抹
消
登
記
に
代
え
て
行

　
う
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す
る
B
へ
の
直
接
の
持
分
移

転
登
記
請
求
を
否
定
し
た
裁
判
例
が
あ
る
。
東
京
地
塁
平
成
＝
二
年

　
六
月
二
八
日
判
タ
一
〇
八
六
号
二
七
九
頁
。

（
4
9
）
　
な
お
、
こ
れ
ら
数
次
共
同
相
続
の
場
合
以
外
で
、
共
有
関
係
に

　
お
い
て
、
中
間
省
略
登
記
の
申
請
な
い
し
請
求
が
問
題
と
な
っ
た
事

案
と
し
て
は
、
大
判
大
正
八
年
一
〇
月
二
〇
市
民
録
二
五
輯
一
八
二

　
八
頁
（
団
体
の
会
員
の
共
有
不
動
産
に
つ
き
、
A
B
二
名
の
登
記
が

な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
団
体
の
解
散
に
伴
い
、
A
の
単
独
所
有
と
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す
る
旨
を
会
員
全
体
で
合
意
し
た
場
合
に
は
、
A
B
名
義
の
登
記
を

会
員
全
員
名
義
の
登
記
に
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
直
接
B
か
ら
A
へ

　
の
持
分
移
転
登
記
が
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
し
て
、
中
間
省
略
登
記
に

関
す
る
大
判
大
正
五
年
九
月
一
二
日
、
大
判
大
正
八
年
五
月
一
六

日
・
後
掲
注
（
6
9
）
を
引
用
す
る
）
、
千
葉
地
判
昭
和
三
六
年
六
月
三

〇
日
下
止
立
一
二
巻
六
号
一
五
二
七
頁
（
A
B
共
有
不
動
産
に
つ
き
、

　
A
単
独
名
義
の
登
記
が
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
A
B
が
同
不
動
産
を

C
に
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
A
単
独
名
義
の
登
記
を
A
B
共
有
名
義

　
に
更
正
登
記
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
A
か
ら
C
へ
の
移
転
登
記
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
）
が
あ
る
。

（
5
0
）
　
最
（
一
小
）
判
昭
和
三
七
年
五
月
二
四
日
裁
判
集
民
六
〇
号
七

　
六
七
頁
、
大
阪
高
決
昭
和
四
五
年
八
月
二
六
日
家
裁
月
報
二
三
巻
四

号
五
三
頁
、
大
分
地
豊
後
高
田
三
百
昭
和
四
九
年
一
月
三
一
日
判
時

七
四
六
号
八
六
頁
・
判
タ
三
〇
八
号
二
五
九
頁
、
昭
和
五
六
年
二
月

二
三
日
民
三
第
八
三
七
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
追
W
九

　
五
二
頁
、
平
成
二
年
一
月
二
〇
日
民
三
第
一
五
六
号
民
事
局
第
三
課

長
回
答
・
先
例
集
追
皿
一
頁
。

（
5
1
）
　
昭
和
五
三
年
三
月
一
五
日
民
三
第
一
五
二
四
号
民
事
局
第
三
課

長
依
命
回
答
・
前
掲
注
（
2
6
）
。

（
5
2
）
　
昭
和
二
六
年
＝
一
月
四
日
民
甲
第
二
二
六
八
号
民
事
局
長
通

達
・
先
例
集
下
一
七
〇
九
頁
、
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
一
日
民
甲
第

　
二
四
六
九
号
民
事
局
長
電
報
回
答
・
先
例
集
追
－
四
九
五
頁
。

（
5
3
）
高
松
昌
盛
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
一
日
下
民
集
一
七
巻
九
1
1
一

〇
号
九
九
七
頁
、
青
森
地
判
昭
和
四
五
年
三
月
三
｝
日
下
民
集
二
一

巻
三
1
1
四
号
五
四
五
頁
、
徳
島
地
判
昭
和
四
六
年
六
月
二
九
日
下
民

集
二
二
巻
五
・
六
号
七
一
六
頁
、
大
阪
高
給
昭
和
五
二
年
一
月
二
七

日
（
最
（
一
小
）
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
四
日
原
審
）
民
集
三
四

巻
七
号
八
六
六
頁
、
東
京
高
判
平
成
二
年
三
月
二
六
日
金
法
一
二
六

　
八
号
三
三
頁
。

（
5
4
）
　
東
京
高
判
平
成
二
年
八
月
七
日
判
時
一
三
六
二
下
五
〇
頁
・
判

タ
七
六
一
号
二
四
七
頁
、
平
成
三
年
＝
月
八
日
民
三
第
五
六
六
七

号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
㎜
二
四
二
頁
、
東
京
地
判
平
成

　
四
年
二
月
二
八
日
・
前
掲
注
（
3
8
）
、
最
（
三
五
）
判
平
成
一
二
年
五

月
三
〇
日
裁
判
所
時
報
一
二
六
八
号
一
頁
・
家
裁
月
報
五
二
巻
一
二

号
三
九
頁
・
判
時
一
七
二
四
号
四
五
頁
・
判
タ
一
〇
四
二
号
一
〇
九

頁
・
金
商
＝
〇
六
号
三
三
頁
。

（
5
5
）
　
昭
和
二
八
年
一
二
月
三
日
民
事
甲
第
二
二
五
九
号
民
事
局
長
通

達
・
先
例
集
下
二
一
二
四
頁
、
昭
和
三
七
年
一
月
二
六
日
民
事
甲
第

七
四
号
民
事
局
長
通
達
・
先
例
集
追
m
七
五
六
頁
、
昭
和
三
七
年
八

月
六
日
民
事
甲
第
二
二
一
二
〇
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
追
m
九
四

七
頁
。

（
5
6
）
　
昭
和
五
五
年
一
二
月
二
〇
日
民
三
第
七
一
四
五
号
民
事
局
長
通

達
・
先
例
集
追
W
九
二
四
頁
。
な
お
、
更
正
登
記
を
経
由
す
る
こ
と

　
な
く
遺
産
分
割
に
よ
る
権
利
の
移
転
登
記
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に

　
は
、
こ
れ
を
受
理
し
て
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
る
。

（
5
7
）
　
昭
和
三
七
年
六
月
二
八
日
民
事
唇
面
一
七
一
七
号
民
事
局
長
通

達
・
先
例
集
追
皿
九
〇
六
頁
、
東
京
高
判
平
成
一
六
年
九
月
七
日
判

　
時
一
八
七
六
号
二
六
頁
。

η物ヨ辺偽



月化否可
胸登

正更の合
蝪劇

し
致合

と係関
体漢肋蛋白曙

省
間中

（
5
8
）
　
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
＝
二
日
三
時
八
七
七
号
五
八

頁
・
東
高
民
時
報
二
八
巻
一
〇
号
二
五
九
頁
、
千
葉
地
佐
倉
支
判
昭

和
五
九
年
一
月
二
五
日
判
時
一
一
六
二
号
六
六
頁
。

（
5
9
）
　
最
（
一
管
）
判
平
成
一
一
年
一
二
月
一
六
日
民
集
五
三
巻
九
号

　
一
九
八
九
頁
。
な
お
、
こ
れ
と
反
対
に
、
い
ま
だ
遺
産
共
有
の
状
態

　
に
あ
る
段
階
で
、
B
が
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
言
に
基
づ
き
単
独

名
義
の
登
記
を
経
由
し
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
登
記
は
一
応
有
効

　
で
あ
っ
て
、
C
は
、
共
有
持
分
権
に
基
づ
く
一
部
抹
消
（
更
正
）
登

　
記
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
京
地
煙
昭
和
六
二
年
九
月
一
六

　
日
判
タ
六
六
五
号
一
八
一
頁
。

（
6
0
）
　
更
正
登
記
の
方
法
に
よ
る
と
す
る
先
例
・
裁
判
例
と
し
て
、
昭

和
四
〇
年
一
〇
月
二
日
民
事
甲
二
八
〇
七
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例

集
追
W
五
五
九
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
三
年
～
○
月
一
六
日
判
時
九

　
三
七
号
五
四
頁
。
相
続
放
棄
の
取
消
し
を
登
記
原
因
と
す
る
持
分
の

移
転
登
記
に
よ
る
と
す
る
先
例
と
し
て
、
昭
和
二
九
年
一
月
二
六
日

　
民
筒
音
一
七
四
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
下
一
＝
六
一
頁
、
昭
和

　
五
三
年
三
月
一
五
日
民
三
第
一
五
二
四
号
民
事
局
第
三
課
長
依
命
回

　
答
・
前
掲
注
（
2
6
）
。

（
6
1
）
　
裁
判
所
時
報
一
二
六
〇
号
五
頁
・
判
時
一
七
〇
二
号
八
四
頁
・
判

　
タ
一
〇
二
五
号
＝
四
頁
・
金
法
一
五
八
五
号
三
四
頁
・
金
商
一
〇
八

　
九
号
三
頁
…
…
〔
本
件
評
釈
〕
中
井
一
士
・
登
記
情
報
四
六
三
号

　
（
四
〇
巻
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
五
頁
、
名
越
聡
子
『
平
成
一
二

年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
〇
六
五

　
号
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
〇
頁
、
渡
邉
拓
・
静
岡
大
学
法
政
研
究
六

巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
三
三
頁
。

（
6
2
）
　
渡
邉
・
前
掲
注
（
6
1
）
七
四
〇
頁
。

（
6
3
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
船
越
隆
司
「
真
正
な

登
記
名
義
の
回
復
の
で
き
る
場
合
」
幾
代
通
1
1
宮
脇
幸
彦
1
1
賀
集
唱

1
1
枇
杷
田
泰
助
1
1
吉
野
衛
一
浦
野
雄
幸
（
編
）
『
不
動
産
登
記
講
座

　
－
総
論
（
1
）
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
年
）
＝
二
七
頁
、
吉
永

順
作
「
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
の
効
力
」
同
一
五
二
頁
、
宮
崎
直

見
「
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
の
手
続
」
同
一
七
一
頁
、
田
中
克
志

　
「
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
の
登
記
」
鎌
田
薫
一
言
田
逸
郎
一
小
池

信
行
（
編
）
『
新
不
動
産
登
記
講
座
②
総
論
1
1
』
（
日
本
評
論
社
、
一

　
九
九
七
年
）
一
七
九
頁
。

（
6
4
）
　
前
掲
注
（
3
6
）
掲
記
の
判
例
。

（
6
5
）
　
前
掲
注
（
3
5
）
掲
記
の
判
例
。

（
6
6
）
　
前
掲
注
（
3
6
）
掲
記
の
判
例
。

（
6
7
）
　
前
掲
注
（
5
9
）
掲
記
の
判
例
。

（
6
8
）
　
な
お
、
本
判
決
の
掲
載
誌
コ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
一
原
・
前
掲
注

　
（
1
）
四
三
頁
は
、
（
1
）
本
文
掲
記
の
理
由
の
ほ
か
に
、
（
2
）
真
の

権
利
者
（
本
件
で
い
え
ば
X
）
が
不
実
の
登
記
の
全
部
抹
消
を
求
め

　
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
排
斥
し
て
移
転
登
記
を
強
制
す

　
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
（
3
）
登
記
名
義

人
（
本
件
で
い
え
ば
Y
）
側
か
ら
見
て
も
、
自
ら
不
実
の
登
記
を
作

出
し
た
者
で
あ
る
う
え
、
登
記
を
全
部
抹
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
改

　
め
て
自
己
の
持
分
を
登
記
す
れ
ば
、
権
利
の
保
全
を
図
る
こ
と
が
で

　
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
部
抹
消
登
記
を
否
定
し
、
持
分
移
転
登
記

鋤4細断窩



料
資

　
に
よ
る
べ
き
利
益
を
持
た
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
6
9
）
　
（
一
）
中
間
省
略
登
記
に
関
し
て
、
判
例
は
、
当
初
、
こ
れ
を

否
定
し
て
い
た
が
（
大
判
明
治
四
四
年
五
月
四
日
民
録
一
七
輯
二
六

〇
頁
、
大
判
明
治
四
四
年
一
二
月
二
二
日
民
営
一
七
輯
八
七
七
頁
、

大
判
大
正
五
年
二
月
二
日
民
録
二
二
輯
七
四
頁
）
、
大
判
大
正
五
年

　
九
月
一
二
日
民
音
二
二
輯
一
七
〇
二
頁
以
降
、
こ
の
立
場
を
転
換
し

　
た
。
そ
の
後
の
判
例
と
し
て
、
大
判
大
正
八
年
五
月
一
六
日
民
録
二

　
五
輯
七
七
六
頁
、
大
判
大
正
一
一
年
三
月
二
五
日
民
習
一
巻
＝
二
〇

頁
、
最
（
三
小
）
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
一
日
民
集
一
九
巻
六
号
一

　
五
六
〇
頁
。
一
方
、
（
三
）
真
正
な
登
記
名
義
の
回
復
を
原
因
と
す

　
る
移
転
登
記
に
関
し
て
も
、
判
例
は
、
当
初
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い

　
た
が
（
大
判
明
治
四
三
年
五
月
四
日
中
録
一
六
輯
四
二
五
頁
、
大
判

　
明
治
四
四
年
四
月
一
一
日
民
録
一
七
輯
二
〇
五
頁
）
、
大
判
大
正
八

年
九
月
一
日
民
録
二
五
輯
一
五
五
三
頁
以
降
、
こ
れ
を
承
認
す
る
に

　
至
る
。
そ
の
後
の
判
例
と
し
て
、
大
判
大
正
一
〇
年
四
月
＝
一
日
民

録
二
七
輯
七
〇
三
頁
、
大
判
大
正
一
〇
年
六
月
＝
二
日
民
録
二
七
輯

　
一
一
五
五
頁
、
大
判
昭
和
＝
二
年
二
月
一
五
日
法
学
七
巻
六
号
一
〇

　
七
頁
、
大
判
昭
和
一
六
年
三
月
四
日
民
豊
麗
〇
巻
三
八
五
頁
、
大
判

　
昭
和
一
六
年
六
月
二
〇
日
民
集
二
〇
巻
八
八
八
頁
、
最
（
三
遷
）
判

　
昭
和
三
〇
年
七
月
五
日
民
集
九
巻
九
号
一
〇
〇
二
頁
、
最
（
一
夕
）

　
判
昭
和
三
二
年
五
月
三
〇
日
民
集
＝
巻
五
号
八
四
三
頁
、
最
（
一

　
小
）
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
二
日
民
集
＝
二
巻
二
号
九
一
頁
。

（
7
0
）
　
昭
和
三
六
年
一
〇
月
二
七
日
民
事
漁
戸
二
七
二
二
号
民
事
局
長

　
回
答
・
先
例
集
追
m
七
〇
四
頁
、
昭
和
三
九
年
二
月
一
七
日
民
三
第

一
二
五
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
追
W
一
〇
頁
、
昭
和
三

九
年
四
月
九
日
民
事
甲
第
一
五
〇
五
号
民
事
局
長
回
答
・
先
例
集
W

一
〇
六
頁
、
昭
和
四
〇
年
三
月
一
［
口
民
事
甲
第
四
八
五
号
民
事
局
長

通
達
・
先
例
集
追
W
三
四
一
頁
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
六
日
民
三
第

一
〇
〇
八
号
民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
追
W
九
〇
〇
頁
、
昭

和
五
三
年
三
月
一
五
日
民
三
第
一
五
二
四
号
民
事
局
第
三
課
長
依
命

回
答
・
前
掲
注
（
2
6
）
、
平
成
三
年
一
一
月
八
日
民
三
第
五
六
六
七
号

民
事
局
第
三
課
長
回
答
・
先
例
集
棚
二
四
二
頁
・
先
例
集
追
皿
二
四
二

頁
。

【
追
記
】

　
前
掲
注
（
3
）
楽
弓
の
中
間
省
略
登
記
の
申
請
問
題
に
つ
き
、
規
制
改

革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
は
、
平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
一
二
月
二
五

日
「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
の
推
進
に
関
す
る
第
三
次
答
申
一
さ
ら
な

る
飛
躍
を
目
指
し
て
　
　
」
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
処
理
を
行
う
べ

き
旨
の
結
論
を
下
し
た
。

　
ま
ず
、
同
答
申
「
1
1
　
今
後
の
規
制
改
革
の
推
進
に
向
け
た
課
題
」

「
6
安
全
安
心
な
生
活
環
境
の
実
現
」
「
（
3
）
住
宅
・
土
地
分
野
」
「
③
透

明
性
が
高
く
信
頼
さ
れ
る
不
動
産
市
場
の
形
成
」
五
四
頁
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

　
「
不
動
産
取
引
の
基
盤
と
な
る
登
記
制
度
に
お
い
て
は
、
従
来
、
登
記

原
因
証
書
に
代
え
て
申
請
書
副
本
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
中
間
省
略
登
記
に
つ
い
て
、
平
成
一

六
年
目
不
動
産
登
記
法
（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
二
三
号
）
の
改
正
に
よ
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月他否可の記登正更の
合

場伽

し
致合

と係関
体漢諭雛醜酪

中

り
登
記
原
因
証
明
情
報
の
提
供
が
必
須
の
も
の
と
さ
れ
、
申
請
書
副
本
に

よ
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
法
下
の

よ
う
な
形
で
は
結
果
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、

登
記
行
政
の
運
用
と
最
高
裁
判
例
（
昭
和
四
〇
年
九
月
二
一
日
判
決
）
と

の
整
合
性
に
つ
い
て
指
摘
も
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
登
記
費
用
の
負
担
の

増
加
も
表
面
化
し
て
い
る
。

　
本
来
中
間
省
略
登
記
は
、
不
動
産
取
引
の
現
場
の
取
引
費
用
の
低
減

ニ
ー
ズ
に
応
え
、
ま
た
、
不
動
産
の
流
動
化
、
土
地
の
有
効
利
用
を
促
進

す
る
と
い
う
社
会
的
機
能
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
三
者
の
合

意
が
あ
っ
て
、
『
甲
↓
乙
↓
丙
』
と
所
有
権
が
移
転
す
る
場
合
に
は
、
端

的
に
中
間
省
略
登
記
を
容
認
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

少
な
く
と
も
、
中
間
省
略
登
記
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
実
質
的
な
不
都

合
を
緩
和
す
る
た
め
、
今
後
、
不
動
産
に
関
す
る
物
権
変
動
を
公
示
す
る

と
い
う
不
動
産
登
記
制
度
の
理
念
等
も
踏
ま
え
て
、
制
度
全
体
の
整
合
性

を
考
慮
し
つ
つ
、
不
動
産
取
引
現
場
の
こ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
検
討

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
法
制
首
上
の
運
用
に
つ
い
て
誤
解
や
不
一
致

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
速
や
か
に
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
」

　
右
記
述
の
う
ち
「
三
者
の
合
意
が
あ
っ
て
、
『
甲
↓
乙
↓
丙
』
と
所
有

権
が
移
転
す
る
場
合
に
は
、
端
的
に
中
土
省
略
登
記
を
容
認
す
る
こ
と
が

適
切
」
と
す
る
見
解
は
、
①
そ
も
そ
も
中
間
省
略
登
記
な
る
も
の
が
、

も
っ
ぱ
ら
登
録
免
許
税
（
課
税
庁
の
捕
捉
の
弱
い
地
方
自
治
体
に
あ
っ
て

は
加
え
て
不
動
産
取
得
税
）
の
免
脱
と
い
う
不
法
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
②
わ
が
国
の
不
動
産
登
記
制
度
の
理
念
が
、
物
権

の
現
状
の
み
な
ら
ず
物
権
変
動
の
過
程
お
よ
び
態
様
を
正
確
に
公
示
す
る

点
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
と
う
て
い
容
認
し
か
ね
る
が
、
も
っ
と
も
、

答
申
は
、
か
か
る
方
法
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
「
m
　
各
分
野
に
お

け
る
具
体
的
な
規
制
改
革
」
「
1
1
住
宅
・
土
地
分
野
」
「
【
具
体
的
施
策
】
」

一
七
五
～
一
七
六
頁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
（

Q
）
登
記
制
度
の
運
用
改
善

　
従
来
、
不
動
産
の
売
買
に
お
い
て
、
『
甲
（
売
主
）
↓
乙
（
転
売
者
）

↓
丙
（
買
主
）
』
と
い
う
取
引
の
場
合
、
登
記
官
の
形
式
的
審
査
権
の
下

で
『
甲
↓
丙
』
と
い
う
所
謂
『
中
間
省
略
登
記
』
が
結
果
と
し
て
少
な
か

ら
ず
行
わ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
平
成
一
六
年
の
不
動
産
登
記

法
の
改
正
に
よ
り
、
不
動
産
の
所
有
権
の
移
転
登
記
に
際
し
て
は
登
記
原

因
証
明
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
須
の
も
の
と
さ
れ
た
た
め
、
上
記
の

よ
う
な
取
引
に
よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
添
付
さ
れ
た
登
記

原
因
証
明
情
報
の
内
容
か
ら
『
甲
↓
乙
』
『
乙
↓
丙
』
の
二
つ
の
権
利
変

動
が
実
体
上
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

不
動
産
登
記
の
規
定
に
従
い
、
こ
の
実
体
上
の
権
利
変
動
を
公
示
す
る
た

め
、
『
甲
↓
乙
』
『
乙
↓
丙
』
と
順
次
所
有
権
の
移
転
の
登
記
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
前
記
の
よ
う
な
登
記
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
な
く
な
っ
た
。

　
所
有
権
の
登
記
の
申
請
は
民
法
上
の
義
務
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

甲
乙
丙
三
者
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
例
（
昭
和
四
〇
年
九

月
二
一
臼
判
決
）
に
お
い
て
も
『
甲
↓
丙
』
へ
の
移
転
の
登
記
請
求
権
が

認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
登
記
行
政
の
運
用
と
判
例
と
の
整
合
性
に
つ
い

て
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
乙
は
第
三
者
へ
の
対
抗
要
件
を

必
要
と
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
登
記
を
す
る
場
合
に
は
そ
の
費
用
を
転
売
価
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料
資

格
に
上
乗
せ
し
て
い
る
た
め
、
丙
の
費
用
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
等
、
一
定
の
類
型
の
契
約
に
よ

り
実
体
上
も
『
甲
↓
丙
』
と
直
接
所
有
権
が
移
転
し
た
場
合
に
は
、
現
在

の
制
度
の
下
に
お
い
て
も
『
甲
↓
丙
』
と
直
接
移
転
登
記
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
現
状
に
お
い
て
は
、
甲
乙
丙
三
者
が
売
買
に

介
在
す
る
場
合
、
乙
が
所
有
権
を
取
得
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
中
間
省
略
登
記
的
だ
』
と
の
理
由
か
ら
、
乙
に
所
有
権
移
転
を
し
な
い

と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
が
生
じ
る
な
ど
、
現
場
の
混
乱
も

少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
当
会
議
は
、
不
動
産
登
記
法
改
正
前
と
実
質
的
に
同
様
の
不

動
産
登
記
の
形
態
を
実
現
し
、
現
場
の
取
引
費
用
の
低
減
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
と
と
も
に
、
不
動
産
の
流
動
化
、
土
地
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る
観
点

か
ら
、
不
動
産
登
記
制
度
を
所
管
す
る
法
務
省
と
の
間
で
、
甲
乙
丙
三
者

が
売
買
等
に
関
与
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
体
上
、
所
有
権
が
『
甲
↓

丙
』
と
直
接
移
転
し
、
中
間
甲
乙
を
経
由
し
な
い
こ
と
に
な
る
類
型
の
契

約
に
該
当
す
る
『
第
三
者
の
た
め
に
す
る
売
買
契
約
の
売
主
か
ら
当
該
第

三
者
へ
の
直
接
の
所
有
権
の
移
転
登
記
」
又
は
「
買
主
の
地
位
を
譲
渡
し

た
場
合
に
お
け
る
売
主
か
ら
買
主
の
地
位
の
譲
受
人
へ
の
直
接
の
所
有
権

の
移
転
登
記
』
の
各
申
請
の
可
否
に
つ
き
、
具
体
的
な
登
記
原
因
証
明
情

報
を
明
示
し
た
上
で
、
い
ず
れ
も
可
能
で
あ
る
旨
を
確
認
し
た
。
つ
い
て

は
、
現
場
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
、
誤
解
や
不
一
致
が
生
ず
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
各
登
記
所
や
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
、
不
動
産
取
引
の

関
連
団
体
を
通
じ
て
、
登
記
官
、
司
法
書
士
、
不
動
産
取
引
の
当
事
者
、

関
係
者
に
対
し
て
上
記
の
照
会
回
答
の
内
容
を
周
知
す
べ
き
あ
る
。
【
平

成
一
八
年
度
措
置
】
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
答
申
の
示
唆
す
る
①
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

な
ら
び
に
②
買
主
の
地
位
の
譲
渡
の
方
法
に
よ
る
「
甲
↓
丙
」
へ
の
直
接

の
移
転
登
記
は
、
従
来
か
ら
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、

別
段
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
方
法
が
一
般
化
す
る
こ
と

に
よ
り
中
間
省
略
登
記
が
申
請
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
非
常
に
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
と
る
場
合
に
は
、

次
の
二
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
、
①
第
三
者
の
た
め
に
す
る

契
約
・
②
買
主
の
地
位
の
譲
渡
の
い
ず
れ
の
方
法
に
お
い
て
も
、
所
有
権

は
甲
に
留
保
さ
れ
て
い
る
た
め
、
甲
に
よ
る
二
重
譲
渡
の
危
険
性
に
つ
い

て
、
乙
お
よ
び
丙
は
十
分
な
一
言
戒
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、

実
際
に
は
「
甲
↓
乙
↓
丙
」
と
権
利
が
順
次
移
転
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
登
記
申
請
の
側
面
に
な
っ
て
、
上
記
①
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契

約
・
②
買
主
の
地
位
の
譲
渡
の
登
記
原
因
証
明
情
報
を
提
供
し
て
「
甲
↓

丙
」
の
登
記
申
請
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
申
請
人
・
代
理
人
は
、
公
正
証

書
原
本
不
実
記
載
等
の
罪
（
刑
法
一
五
七
条
）
に
問
わ
れ
る
。
今
般
規
制

改
革
・
民
間
開
放
推
進
会
議
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
方
法
は
、
当
事
者
に

対
し
て
当
初
よ
り
①
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
・
②
買
主
の
地
位
の
譲

渡
を
行
う
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
登
記
申
請
を
行
う
段

階
に
な
っ
て
実
体
的
な
権
利
変
動
と
齪
酷
す
る
登
記
原
因
証
明
情
報
を
提

供
し
て
も
よ
い
と
す
る
も
の
で
は
な
い
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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